
別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １ 県所管課 建設企画課 

提言事項 １ 国土強靱化の計画的かつ着実な推進について 

予 算 額 
(令和６年度) 

【令和５年度補正】約２３４億円 

(令和７年度) 

【令和６年度補正】約２１５億円 

（措置状況） 

 令和６年５月、６月、１１月に知事・県議会議長を筆頭に、国土強靱化予算の確保及び国土強靱化実

施中期計画の早期策定について国への要望を実施した結果、補正予算として約２１５億円の予算確保に

つながった。 

 

※参考 

 令和６年５月要望 

 要望者：長崎県知事、雲仙市長等 

 要望先：国土交通省ほか 

 

 令和６年６月要望 

 要望者：長崎県知事、長崎県議会議長 

 要望先：国土交通省ほか 

 

 令和６年１１月要望 

 要望者：長崎県知事、長崎県議会議長、長崎県市長会、長崎県町村会等 

 要望先：国土交通省ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２ 県所管課 こども未来課 

提言事項 保育料の完全無償化について 

予 算 額 
(令和６年度) 

       ― 

(令和７年度) 

       ― 

（措置状況） 

  
保育料の無償化については、居住する自治体によって保護者の負担に格差を生じさせる

べきではなく、全国どこでも同じ条件でサービスが受けられることが望ましいと考えてお

り、令和7年度政府施策に関する提案・要望において、財源を含め、国の責任において、

全国一律のユニバーサルサービスとして実施するよう要望したところであり、引き続き、

知事会等とも連携しながら、国に対して強く要望していく。 

 

また、厳しい財政状況もあり県単独での支援は困難な中、県内一律のサービスのあり方

や、県と市町の財源負担の問題など課題があるものと認識しており、今後もこうした課題

をふまえながらユニバーサルサービスについて県内での議論を深めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３ 県所管課 義務教育課 

提言事項 
〔重点〕 

３ 中学校教頭の教科別現員数の定数外としての配置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

〇 本県においても、教頭の業務改善は喫緊の課題であり、教頭が教科指導を担当していることが超過

勤務の要因のひとつとなっていることも認識している。特に中学校教頭の配置については、義務標準

法の教科定数から外した配置ができないか検討しているところであり、教科担当教員の兼務や免外解

消非常勤講師等の加配措置を行うこと、副校長や主幹教諭の配置により学校の管理業務を重層的、効

果的に行うことなど、教頭の業務改善につながる体制づくりに努めていきたい。また、学校の施錠・

解錠等これまで当たり前のように務めていた教頭の役割・業務の見直し、学校運営を支援する人員の

配置など、教頭が本来の業務である「校長を補佐し校務を整理する」ことに注力できるよう「教頭の

働きがい改革」について様々な会議の場で協議を重ねているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４ 県所管課 体育保健課 

提言事項 
〔重点〕 

４ 学校給食費の無償化について 

予 算 額 
(令和６年度) 

－ 

(令和７年度) 

－ 

（措置状況） 

 

○学校給食費の無償化については、居住する自治体によって保護者の負担に格差を生じさせるべきでは

なく、全国どこでも同じ条件でサービスが受けられることが望ましいと考えている。 

 

○そのため、令和７年度政府施策に関する提案・要望をはじめ、知事会等あらゆる機会を通じて、財源

を含め、国の責任において、全国一律のユニバーサルサービスとして実施するよう、要望したところ

である。 

 

○また、その要望が実現するまでの間、県内においても同じ条件でサービスが受けられるよう格差是正

を図るという視点も理解できる。 

 

○しかしながら、公立小中学校における学校給食費を無償化することとした場合には、約４９億円の財

政負担が必要となることから、本県の厳しい財政状況を踏まえると、困難であると考えている。 

 

○なお、国においては、学校給食費の無償化の実現に向けて、全国ベースでの実態調査が行われ、その

結果をもとに、具体的方策を検討することとされている。 

 

○引き続き、国の動向を注視するとともに、市町とも連携しながら、国に対して強く要望してまいりた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ５ 県所管課 税務課 

提言事項 
第１－１ 都市財政の充実強化について 

１ 地方税財源の充実強化について 

予 算 額 
(令和６年度) － 

 

(令和７年度) － 

 

（措置状況） 

 

（１）―①② 

偏在性が小さく安定的な地方税体系の構築は、引き続き県・市町共通の課題であると認識している。 

これまで知事会を通じ、あるいは累次の政府施策要望において、県からも国へ要望してきたところであ

る。 

 

（１）―③ 

ゴルフ場利用税は、県・市町ともに貴重な自主財源となっていることから、今後もその堅持を図ってい

く。令和７年度税制改正においても現行制度が堅持された。 

 

（１）―④ 

固定資産税は、固定資産の所有と行政サービスの受益関係に着目して所有者に課税され、市町村 

の貴重な自主財源であることから、県としても現行制度を堅持すべきと認識している。 

なお、令和３年度から令和５年度まで実施された「商業地等における負担調整措置」については、 

令和６年度税制改正においても令和８年度まで継続されることとなっている。 



別紙様式１ 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ５ 県所管課 市町村課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

  １ 都市財政の充実強化について 

   （２）一般財源の総額確保等について 

   （３）国庫補助負担金の見直し等について 

予 算 額 
(令和６年度) 

－ 

(令和７年度) 

－ 

（措置状況） 

【国への要望等】 

長崎県政府施策要望として、国へ以下のとおり要望を行ったところである。 

《長崎県政府施策要望（令和６年６月実施）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【制度見直し等の状況】 

 

（２）一般財源の総額確保等について 

 

地方財源の確保（通常収支分）  
 

一般財源総額 67兆5,414億円（前年度比 ＋ 1兆8,435 億円、＋ 2.8%） 

一般財源（水準超経費除き）の総額 63 兆 7,714 億円（ 同 ＋1兆 535 億円、＋1.7%） 

※一般財源比率（臨時財政対策債を除く一般財源総額が歳入総額に占める割合） 69.6％程度 

 

・地方税        45 兆 4,490 億円（前年度比 ＋ 2兆 7,164 億円、＋  6.4%） 

・地方譲与税       2 兆 9,661 億円（   同       ＋ 2,368 億円、＋  8.7%） 

・地方交付税      18 兆 9,574 億円（   同      ＋ 2,904 億円、＋  1.6%） 

・地方特例交付金等    1,936 億円（   同      ▲ 9,384 億円、 ▲82.9%） 

・臨時財政対策債            0円（   同      ▲ 4,544 億円、  皆減） 

◆４.地方創生・人口減少対策に必要な財源措置の充実 

 

１．地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額を確保・充実すること 

２．地方の固有財源である地方交付税の総額を確保・充実し、財政需要を適切に反映すること 

また、「地方創生推進費」、「地域デジタル社会推進費」、「地域社会再生事業費」を継続す

るとともに、その算定については離島・半島など条件不利地域等に配慮すること 

３．地方創生の実現に向けて、デジタル田園都市国家構想交付金について十分な額を確保すること 



 

 

物価高騰への対応 

  ・学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体施設の光熱費の高騰や、ごみ収集、学校給食など

自治体のサービス・施設管理等の委託料の増加を踏まえ、一般行政経費（単独）に1,000億円を計

上（前年度比＋300億円） 

・資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、津波浸水想定区域からの庁舎移転事業（緊

急防災・減災事業債）と公立病院の新設・建替等事業（病院事業債）における建築単価の上限を

引上げ 

 

 デジタル田園都市国家構想事業費・地域社会再生事業費 

・地方団体が、自主性・主体性を最大限発揮して地方創生に取り組み、地域の実情に応じたきめ細

かな施策を可能にする観点から、「地方創生推進費」について、令和 7年度においても、引き続き

1兆円を計上 

・地方団体が、地域が抱える課題のデジタル実装を通じた解決等に取り組むため、「地域デジタル社

会推進費」について、2,000 億円を計上(マイナンバーカード利活用特別分 500 億円は終了) 

・地方団体が、地域社会の維持・再生に向けた幅広い施策に自主的・主体的に取り組むため、「地域

社会再生事業費」について、令和 7年度においても、引き続き 4,200 億円を計上 

 

 

 地方交付税・臨時財政対策債（再掲） 

・地方交付税      18 兆 9,574 億円（前年度比 ＋ 2,904 億円、＋  1.6%） 

・臨時財政対策債            0円（   同    ▲ 4,544 億円、  皆減） 

 

 

（３）国庫補助負担金の見直し等について 

 

◆超過負担の解消等 

     令和７年度予算の概算要求時において、総務省から各府省に対し、超過負担の解消や、地方の

意見を踏まえた現行制度の改正等について要請がなされている。 

 

＜令和７年度の地方財政措置の各府省への主な申し入れの内容＞ 

〇防災・減災対策及び国土強靱化の推進 

〇上下水道の持続的経営の確保 

〇国・地方デジタル共通基盤の整備・運用の推進 

〇デジタル田園都市国家構想の実現に向けた取組の推進 

〇教員の処遇の改善及び少人数学級の計画的な整備 

〇こども・子育て政策の強化関連 

〇社会資本整備総合交付金制度の改善等                              



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

 

 

回答番号 ５ 県所管課 財政課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

１．都市財政の充実強化について 

（４）県単独補助金等の見直しについて 

予 算 額 
(令和６年度) － 

 

(令和７年度) － 

 

（措置状況） 

○県単独補助事業については、本県の厳しい財政状況を踏まえ、「長崎県行財政運営プラン」等により、 

施策の選択と集中をより一層進めるとともに、毎年度の予算編成等において内容の見直しを行うこと 

としている。 

 

○見直しに当たり、例えば、事業の立ち上げ支援や、交付税措置が市町になされるものなどについては、 

事業の成果や緊急性、県の関与の必要性、支援方法の妥当性等について、補助金ごとに、関係団体・ 

市町等の意見も踏まえながら、見直しを検討してまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ５ 県所管課 建設企画課 

提言事項 第１－１－５ 国土強靱化の計画的かつ着実な推進について 

予 算 額 
(令和６年度) 

【令和５年度補正】約２３４億円 

(令和７年度) 

【令和６年度補正】約２１５億円 

（措置状況） 

 令和６年５月、６月、１１月に知事・県議会議長を筆頭に、国土強靱化予算の確保及び国土強靱化実

施中期計画の早期策定について国への要望を実施した結果、補正予算として約２１５億円の予算確保に

つながった。 

 

※参考 

 令和６年５月要望 

 要望者：長崎県知事、雲仙市長等 

 要望先：国土交通省ほか 

 

 令和６年６月要望 

 要望者：長崎県知事、長崎県議会議長 

 要望先：国土交通省ほか 

 

 令和６年１１月要望 

 要望者：長崎県知事、長崎県議会議長、長崎県市長会、長崎県町村会等 

 要望先：国土交通省ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ６ 県所管課 水環境対策課 

提言事項 
第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

２ 浄化槽設置整備事業における財政支援制度の拡充について 

予 算 額 
(令和６年度) 

２９１，３１７千円 

(令和７年度) 

３０４，０２５千円 

（措置状況） 

 

浄化槽設置整備事業に係る補助制度の拡充については、市町単独費による上乗せ補助を行っている市

町に対する補助基準額４割から５割、６割へ引き上げるよう、政府施策要望において国へ要望を行って

いる。 

 

また、浄化槽維持管理費に対する財政措置の制度拡充についても、市町単独費による補助を行ってい

る市町に対し法定検査相当額を交付税対象とするよう、同じく政府施策要望において国へ要望を行って

いる。 

 

 県補助金における補正係数の減額措置については、浄化槽の技術革新に伴い、現在では年間新設浄化

槽の９８％以上が高度処理型となっている状況に鑑み、補正係数を廃止する方向で検討を進めている。

これに伴って発生する財政的な余裕分を活かして、新たな制度拡充に取り組むよう検討頂きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



令和６年６月

長 崎 県
長崎県議会

令和７年度
政府施策に関する提案・要望書



37. 地域デジタル化推進と光ファイバ整備や地上デジタル放送への支援

38. 島原・天草・長島架橋構想の推進

39. 離島航空路の確保・維持

40. 離島・半島航路の確保・維持

41. 地域公共交通（地域鉄道、乗合バス）の確保・維持

42. CIQ体制の強化

43. 核兵器廃絶の実現

44. 離島地域に係る燃油価格の格差是正

45. カネミ油被害者の救済

46. 大村湾の環境保全のための取組推進

47. 水道事業の基盤強化に係る財政支援の拡充

48. 汚水処理施設の整備促進

49. 海岸漂着物対策

50. 国立・国定公園における国内外の誘客対策等の推進

51. 自然環境行政にかかる地方への財政措置及び連携体制の充実

52. 対馬固有の生物多様性保全に関する取組の推進

53. 医師・看護師の偏在対策等に向けた施策の充実

54. 離島地域における介護保険サービス提供体制の維持と利用者の

負担軽減

55. 介護人材の確保に関する施策の強化及び介護給付費に関する費用

負担の見直し

56. 重度障害者医療費助成制度の創設

57. 地域少子化対策重点推進交付金の充実

58. 電源三法交付金制度の見直し

59. 地域の特性に応じた再生可能エネルギーの普及

60. 外国人材の受入

61. 雇用・人材対策

62. 資源管理の円滑な推進

63. 持続可能な水産業の確立

64. 漁業者の収益性向上のための取組

65. 新規漁業就業者の確保・育成

66. 安定した農業の継続に必要な対策

67. 林業の生産対策の充実・強化

68. 農畜産物輸出の促進

69. 次代の農林業の担い手の確保と農地集積・保全

70. 鳥獣被害防止対策の強化

71. 林業公社に対する支援制度の拡充

72. 雲仙砂防管理センターの体制の充実による「防災・減災」機能の継続

及び九州大学地震火山観測研究センターの充実強化

73. まちづくり事業の推進

74. 義務教育に係る教職員定数の改善と確実な財源保障

75. 学校のニーズに応じた専門スタッフや多様な外部人材の配置推進に

かかる財政支援の充実等

76. 公立学校施設の整備促進

77. 公立学校におけるICT環境整備に係る財源措置の充実

78. 世界遺産「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」及び「明治

日本の産業革命遺産」の保存管理

79. 県民の安全・安心を確保するための地方警察官の増員

重 点 項 目 目 次



47.水道事業の基盤強化に係る財政支援の拡充
【所管省庁 国土交通省】

【現状・課題】
本県の市町水道事業者は、地理的要因から非効率な水道施設の運用を余儀なくされているため、厳しい経営状況に置かれている。
水道事業の基盤強化や老朽施設の更新・耐震化のため、下記の国による対応が必要となっている。

【提案・要望】
（１）水道施設整備にかかる国庫補助において、補助率の嵩上げを行うこと
（２）水道施設整備にかかる国庫補助において、必要な財源を確保すること
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48.汚水処理施設の整備促進
【所管省庁 国土交通省、環境省】

【現状・課題】
令和４年度末の汚水処理人口普及率は83.6％と全国平均より低く、未普及地域の解消とともに、老朽施設の更新・耐震化などへ
の財政的支援が必要である。また、浄化槽は設置時や維持管理の個人負担が下水道と比べて割高であり、軽減が必要である。

【提案・要望】
（１）下水道による未普及地域の解消、下水道施設の耐震化・老朽化対策等のために、安定的な財源確保を図ること
（２）浄化槽の普及促進を後押しするために、浄化槽設置整備事業における補助基準額上限の引き上げを行うこと
（３）浄化槽の維持管理に係る個人負担を軽減するために維持管理費に対する補助を行う市町に対し、法定検査費用の相当

額を交付税対象とすること



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ７ 県所管課 水環境対策課 

提言事項 
第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

３ 公共下水道への財政措置の拡大について 

予 算 額 
(令和６年度) 

－ 

(令和７年度) 

－ 

（措置状況） 

 

（１）公共下水道事業への財源確保について 

   県内の下水道事業を継続的かつ計画的に進めるためには、現行の国庫補助制度の堅持や財源の確

保は必要不可欠と考えており、政府施策要望において国へ要望を行っている。また、防災・安全交

付金の十分な財源確保については、政府施策要望や国土強靱化要望等において国へ要望を行ってい

る。 

 

（２）下水道施設への接続率向上について 

   排水設備の設置促進に対する間接補助は、社会資本整備総合交付金の効果促進事業として国から

の通知にも示されているが、基幹事業と一体性を有する事業のみ対象とされている。接続率の向上

は、下水道事業の経営安定化を図るうえで重要ではあるが、耐震化、未普及対策等の財源確保を優

先して、政府施策要望等において国へ要望を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

 

回答番号 ８ 県所管課 資源循環推進課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

   ４．廃棄物処理対策の強化について 

     （１）廃棄物処理施設等について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

① について 

廃棄物処理施設の解体については、整備する焼却施設の数を超える場合や、し尿処理施設を含む焼却

施設以外の廃棄物処理施設を広域化・集約化によって廃止する場合の解体・撤去費用を循環型社会形成

推進交付金の補助対象とすべきことを国へ要望している（令和６年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会

重点要望事項）。 

なお、県単独補助については、解体に伴うダイオキシン対策費用の高騰等の理由から、期間を限定し

て、平成２０年度から平成２４年度までの５年間実施し、当時、長期にわたる放置、崩壊の危険性、ダ

イオキシンによる環境汚染の懸念等の問題があった施設のほとんどが解体されたことから廃止してい

る。今後、県が追加支援を実施することは困難と考えている。 

このため、廃棄物処理施設の解体については、循環型社会推進交付金交付要件（循環型社会の構築に

つながるシステムづくりに必要な施設を併せて整備する等）に合致するような工夫や、他の財政支援制

度の積極的な活用をお願いする。なお、実施にあたっては、実施方法や財源の見通し等の事前計画が重

要となることから、早めの相談をお願いする。 

 

 

② について 

一般廃棄物処理施設の整備に係る循環型社会形成推進交付金については、全国知事会において、市町

等の要望額どおり交付されるよう、確実な予算措置を講じることを国へ要望している（全国知事会：令

和７年度国の施策並びに予算に関する提案・要望）。 

 

＜その他の財政支援制度＞ 

① 公共施設等適正管理推進事業債（特例措置） 

特例期間：令和８年度まで 

補助率等：地方債の充当率：９０％（交付税措置なし） 

② 過疎対策事業債 

 特例期間：令和１２年度までの間 

補助率等：地方債の充当率：１００％（うち交付税措置７０％） 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

 

回答番号 ８ 県所管課 資源循環推進課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

   ４．廃棄物処理対策の強化について 

     （２）循環型社会の構築について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

① について 

小型家電の再資源化については、廃プラスチック等残渣の処分費用の高騰や収集運搬費用により希少

金属等の売却を上回る処理費用が生じる結果、市町等に経済的負担が生じるケースがあることから、逆

有償となった自治体の処理費用分について国又は製造者が負担する支援制度等の創設を国へ要望してい

る（令和６年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会重点要望項目）。 

 

② について 

プラスチック資源の再商品化に対する支援制度については、全国知事会において、分別・回収を行う

市町村への財政援助等の体制づくりを進めること（全国知事会：令和７年度国の施策並びに予算に関す

る提案・要望）及び特別交付税の算出に使用する係数の嵩上げ等、特別交付税措置のさらなる拡充を行

うこと（令和６年度全国環境衛生・廃棄物関係課長会重点要望項目）を国へ要望している。 

 

③ について 

プラスチックの再商品化製品の利用促進については、プラスチック資源循環促進法において、製造・

販売事業者等による自主回収や排出事業者の排出抑制・再資源化に関する制度が創設されているが、令

和４年度の運用開始から３年程度しか経過していないこともあり、具体的な課題の有無を含め、まずは

県内自治体の皆様と意見交換をしてまいりたい。 
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令和 6年度部会・総会資料

全国環境衛生・廃棄物関係課長会

2024年 10月 30日  (ア!く )

【廃棄物都会】 10:15‐ 11:45 神奈川県民ホール 2階小ホール

【環境衛生部会】10:15‐■:45 ワークビア横浜2階くじゃく

【総会】   16:45‐ 17:30 神奈川県民ホール6階大会議室



令和 6年度 廃棄物部会資料

議長選出

【議事】

___重点要望事項 1 廃棄物処理行政への財政支援について

重J点要望事項 2 PCB廃棄物の処理について

重点要望事項 3 大規模災害に係る支援について

重′煮要望事項 4 安定型最終処分場について

要望事項 1 太陽光パネルのリサイクルについて

要望事項 2 廃棄物の適正処理について

日時 :令和 6年 10月 30日 (水 )
会場 i神奈川県民ホール

10:15-11:45

2階小ホール

【次第】
１

　

２

　

３

挨拶

議事
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重点要望事項 1  廃棄物処理行政への財政支援について

[提案ブロック会]

北海道・東北、関東 。甲信越、東海・北陸、近畿、中国、四国、九州

[要望先]

環境省、財務省、経済産業省、農林水産省、国土交通省

[要望趣

1.廃乗物処理施設整備に係る について

【背景】

廃棄物焼却施設については、平成 9年のダイオキシン類の規制強化に伴い一斉に整備や改良がさ

れ、現在全国的に更新時期を迎えている。

また、人口減少 。少子高齢化を踏まえた持続可能な適正処理の確保、気候変動対策の推進、災害対

策の強化等の観点から、各都道府県では市町村と連携し、広域化・集約化計画の策定とその推進を求

められている。

制笹寒たi縁探警持奢響告各察急鋒宴
g犠
啓2蟹↑曇驀堺召焼罫姥緊τ寓須霞謙せ會髭ぞ糖壕奮Z完

以上の解体費用については対象外となつている。なお、焼去,施設以外 (し尿処理施設等)の解体費用

については対象とされていない。

【要望事項】

(ア )計画的な廃棄物処理施設整備の推進のため、要望額どおり交付金を交付できるよう予算を

確保すること。特に要望額調査において既契約分に計上された要望額については、満額交

付すること。

(イ )既にエネルギー効率がよいなど二酸化炭素排出量の大幅な削減が困難な一般廃棄物処理施

設及びし尿処理施設について、チ児行の設備内容が勘案されるよう、基幹的設備改良事業の交

付要件を緩和すること。

(ウ )廃棄物処理施設の種類によつて用地費が交付対象外となつている場合があり、市町村等の

負担増加 となつているため、すべての廃棄物処理施設について用地費を交付対象とするこ

と。

(工)廃棄物焼却施設の解体について、整備する焼却施設の数を超える場合でも循環型社会形成

推進交付金の適用を受けられるようにする等、解体に係る市町村の財政的負担を軽減する

施策を講じること。

(オ)災害廃棄物の処理を想定したごみ処理施設を確保するため、廃棄物処理施設整備交付金の

対象となる焼却施設の災害廃棄物の受入れを怒定した余剰部分の規模など基準を明確化する

こと。

∽
督ゴ軽鉾客籐協絲囁靱螂 妻F孵

『

∋優騨型1生

2.プラスチックの分別収集 。再商品化に係る支援等について

【背景】

循環型社会形成推進交付金では、地域計画の対象地域内においてプラスチック容器包装廃棄物とそ

れ以外のプラスチック使用製品廃棄物の両方の分別収集及び再商品化に必要な措置を遅くとも
「地域

計画期間の末日から1年以内」に行うことが交付要件となつている。
しかし、プラスチック製廃棄物を焼却しなくなることで、炉の 効率が低下し、助燃剤の追加が
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必要になる場合がある。また、自治体の財政規模によつては、分別収集 。再商品化を行うための追加
支出が難しいケースがある。
特に、製品プラスチック廃棄物の場合、収集運搬・中間処理・再資源化の企ての費用が市町村の負
担であり、特別交付税措置を踏まえても、市町村の財政上の負担となっている。容器包装プラスチッ
クについても、収集運搬費用や消費者への普及啓発に係る費用について、特に小規模市町村の重い負
担となっている。

【要望事項】
(ア )交付要件の期限までに対応が完了しなかつた自治体に対しては、期限延長等の措置を講じる
等柔軟な対応を行うこと。

(イ )プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく分別収集 。再商品化を行う
ことによつて新たな負担が生じる市町村に対して、財政支援を含めた必要な支援をお願
いしたい。
① 特別交付税措置について、製品プラステック廃棄物の収集量や再商品化事業者引渡量の
実績に対して所定の係数を乗じて算出するものとなっているが、当該係数の嵩上げを行
う等さらなる拡充を行うこと。

② 製品プラスチック廃棄物リサイクルに関しても容器包装プラスチック廃乗物と同様に永
続的な制度となるよう、事業者に責任・負担を求める新たな枠組みを構築すること。

③ 製品、容器包装を問わずプラスチックの収集運搬 。再商品化に係る経費に対して財政力
指数に応じた財政支援制度を設けること。

3.海洋ごみ対策への支援について

【背景】                                       `
海岸環境の保全、良好な景観維持のためには、海洋ごみの発生源である「川ごみ」や「陸域ごみ」
の回収・処理、発生抑制のための不法投棄防止対策や啓発・環境教育の充実等が必要である。
また、海岸漂着物対策については、平成22年度以降、国による財政措置が講じられてきたところで
あり、平成27年度以降は補助率を引き下げ、地方負担に対する8割の特別交付税が措置されているが、
長期的に回収・処理事業や発生抑制対策事業に取り組むためには、継続的かつ十分な財源が必要であ
る。

I要望事項】
(ア)海洋ごみの回収・処理を継続的に実施するための十分な予算を確保するとともに、国土交通
省、農林水産省においては、災害時の補助制度だけでなく、海岸管理者等が平時から利用で
きる支援制度を創設すること。

(イ )陸域からの流入を防止するために、川ごみ等の回収・処理及び減量を支援する新たな制
度を創設すること。

(ウ )国外からの漂着ごみに関して、外交ルートを通じて、関係国へ実効性のある発生抑制対策を

要請すること。
(工)海洋ごみの総量及び陸域からの流入量を把握し、マイクロプラスチックに関する調査研究を
行うこと。

(オ)効率的・効果的な海洋ごみの回収技術や大型漁具等処理困難物の処理・再生技術の開発を行
うこと。

4,小型家電製品の処理にかかる国の新たな補助制度等の創設について

【背景】
小型家電製品リサイクルにおいては、廃プラスチック等残澄の処分費用の高騰や収集運搬費用によ
り希少金属等の売却を上回る処理費用が生じる結果、市町村等における経済的負担が生じるケースが
ある。

【要望事項】
逆有償となつた自治体の処理費用分について国又は製造者が負担する制度または、国が支援する制

こ と
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別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ９ 県所管課 河川課 

提言事項 
第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

５ 治水事業に対する財政措置等について 

予 算 額 
(令和６年度) 

１，９３３，０００千円 

(令和７年度) 

２，１５０，０００千円 

（措置状況） 

（１）河川の定期的な除草及び浚渫について 

・河道内の掘削・伐木については、河川内の流下阻害状況や、背後地の状況等を考慮し、緊急性の

高い箇所から優先的に実施しており、引き続き「緊急浚渫推進事業」を積極的に活用し、適正な

管理に努めていく。 

  

（２）治水事業に係る財政支援について 

・「緊急浚渫推進事業」については令和６年度までの時限措置であったが、令和１１年度まで事業継

続される見込みである。 

・「緊急自然災害防止対策事業」については、継続的な防災・減災対策を進めるため、今後も事業継

続を国に強く働きかけていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １０ 県所管課 交通政策課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

６ 地方バス路線維持対策について 

 （１）補助要件の緩和について 

 （２）生活交通路線の維持・確保について 

 （４）バス料金の低廉化について 

 （５）特定有人国境離島地域の赤字路線バスに対する補助の特例措置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

３１３，４４０千円 

(令和７年度) 

３４０，１５３千円 

（措置状況） 

（１）について 

 国は広域的幹線的路線、県は準広域的準幹線的路線、市町はそれ以外の地域の生活交通路線について、

それぞれ役割分担して維持・確保を図ることとしている。県単独補助の「生活バス路線運行対策費補助

金」や、「地域内フィーダー系統補助制度」についても、今後、各市町における、持続可能な地域公共交

通ネットワークの構築に向けた計画の策定や見直しの状況を踏まえながら、支援のあり方について検討

してまいりたい。 

 

（２）について 

 生活交通路線として必要なバス路線については、国、県、市町が役割分担した上で、その維持・確保

のための支援を行っているところ。県としては、引き続き必要な予算の確保に努めるとともに、国によ

る支援の充実・確保について要望してまいりたい。 

 

（４）について 

 路線バス運賃のＪＲ並みの低廉化については、国に対し、有人国境離島法とは異なる枠組において、

新たな運賃低廉化を求める制度設計の要望であると認識している。国において制度構築の検討がなされ

る場合には、その段階で県としての対応を検討していくことになるが、現状においては、県としても厳

しい財政状況の中、新たな財政支援を行うことは困難である。 

 

（５）について 

 特定有人国境離島地域の赤字バス路線に対する特例措置の新設については、県としても離島地域の現

状を国に説明してまいりたい。 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １０ 県所管課 交通政策課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

６ 地方バス路線維持対策について 

（３）交通不便地区における乗合タクシー等の運行に対する支援措置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

15,000 千円 

(令和７年度) 

15,000 千円 

（措置状況） 

（３）について 

 乗合タクシーなどのコミュニティ交通については、県・市町の役割分担の下、市町において維持・確

保のための取組がなされるものと考えている。一方、運転士不足等の影響により、バス路線の減便や廃

止が顕在化していることから、県では、バス路線からコミュニティ交通への転換に係る市町の取組に対

する支援を令和６年度から実施している。今後とも持続可能な地域公共交通ネットワークの構築のため、

必要な予算の確保に努めるとともに、国による支援の充実・確保について要望してまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別紙様式１ 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １０ 県所管課 交通政策課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

６ 地方バス路線維持対策について 

（６）バス事業者の慢性的な運転手不足の解消について 

予 算 額 

(令和６年度) 

１３７，９９４千円（内数） 

  ６，０００千円 

(令和７年度) 

１４１，８１９千円（内数） 

  ４，５００千円 

 

（措置状況） 

県では、運輸事業振興助成補助金を長崎県バス協会へ交付しており、長崎県バス協会において、本補

助金を活用した大型自動車第二種免許取得者助成事業を実施している。また、バス運転士等の人材確保

に向け、令和６年度においては、県とバス・タクシー・トラック等の関係団体が連携した合同企業説明

会を県内 2 カ所で開催するなどの新たな取組を実施した。引き続き、運転士等の地域公共交通の担い手

の確保に努めるとともに、国による支援の充実について要望してまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １１－１ 県所管課 砂防課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

７ 自然災害等対策事業に対する財源確保について 

（１） 急傾斜地崩壊対策事業について 

予 算 額 

(令和６年度) 

県事業（国交付金） 

 【当初予算】1,991,850 千円      

 【12 月補正】1,562,400 千円 

市町事業（県補助） 

 【当初予算】 735,000 千円  

(令和７年度) 

県事業（国交付金） 

 【当初予算】2,277,450 千円 

  

市町事業（県補助） 

 【当初予算】 825,100 千円  

（措置状況） 

（１）急傾斜地崩壊対策事業について 

急傾斜地崩壊対策事業については、「長崎県総合計画 チェンジ＆チャレンジ 2025」の中で、「防災・

減災対策のための国土強靭化の推進」を土木部関係主要事業の一つに位置づけ取り組んでいる。 

ハード対策として、事業の採択要件を満たす４，１５７箇所のうち、令和６年度末までに県事業で

７３２箇所、市町事業で５０２箇所の計１，２３４箇所が概成する予定であり、今後も積極的に整備

促進に努めていくものである。（ 長崎県整備率：２９．７％ 全国整備率：約２９％ ） 

急傾斜地崩壊対策事業は、県民の安全･安心の確保に直結する事業であり、令和３年度から令和７年

度までの「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」による予算確保に努め、市事業につ

いても、「緊急自然災害防止対策事業債」を活用し、準備が整い要望された箇所に遅滞なく必要な予算

確保を行うものである。 

また、「緊急自然災害防止対策事業債」は令和７年度までの期限付きであるが、この地方債制度を継

続するよう国に働きかけを行うものである。 

   地元負担率の低減については、近年、避難路や避難場所、要援護者施設を有する場合やまちづくり連

携砂防等事業について採択要件を緩和するなどの措置がとられてきている。 

  今後も、整備に必要な継続的な財源確保と地元負担軽減について、国に働きかけを行うものである。 

  急傾斜地崩壊対策事業は、要望があり採択要件を満たせば、順次事業化できるよう取り組んでいくの

で、市においても地元調整等への協力をお願いする。 

 

○ 令和６年度決算見込状況                    （単位：千円）                      

県事業（国交付金） 市町事業（県補助） 合 計 

箇所数 事業費 箇所数 事業費 箇所数 事業費 

72 3,554,250 75 741,950 147 4,296,200 

※事業費ベース 

 

                       



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １１－２ 県所管課 港湾課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

７ 自然災害等対策事業に対する財源確保について 

（２） 海岸保全施設などの整備・復旧について 

予 算 額 

(令和６年度) 

【公共】  474,600 千円 

【単独】 2,254,160 千円 

（R6.11 補正対応 公共）445,935 千円 

(令和７年度) 

【公共】  921,778 千円 

【単独】 1,386,720 千円 

 

（措置状況） 

 

・海岸事業については、高潮等による背後地浸水への対策や海岸施設の老朽化対策を継続的に行って 

おり、国へ積極的に要望を行うなど補正予算も含め予算の確保に努めている。 

 

・今年度は、面高港、福島港、玉ノ浦港、川内港で高潮対策のための施設整備を行い、相の浦港、亀

浦海岸、高島海岸、榎津海岸、濃部海岸、島山海岸、位ノ端海岸で老朽化対策のための施設整備を

行った。 

 

・また、単独事業において緊急自然災害防止対策事業を行っており、台風等による自然災害を防止す

るための整備を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別紙様式１ 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １２ 県所管課 
交通政策課、地域づくり推進課 

観光振興課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

８ 離島航路事業に対する財政支援の拡充等について 

（１）補助制度の柔軟な対応等について 

（２）旅客運賃低廉化の対象拡大について 

（３）貨物輸送運賃の低廉化について 

（４）離島航路における海上高速交通体系の維持について 

（５）有事における離島航路の維持について 

予 算 額 

(令和６年度) 

生活航路改善対策事業（離島住民割引含

む） 

1,778,478 千円 

国境離島航路運賃軽減事業 

1,137,208 千円 

国境離島輸送コスト支援事業 

167,836 千円 

（令和６年度１１月補正） 

公共交通事業継続緊急支援事業 

160,350 千円（旅客航路のみ） 

(令和７年度)※要求中 

生活航路改善対策事業（離島住民割引含む） 

2,006,089 千円 

国境離島航路運賃軽減事業 

1,115,965 千円 

国境離島輸送コスト支援事業 

170,481 千円 

 

 

 

（措置状況） 

現在の国の補助制度では、計画以上に欠損額が増加した場合に、国は補助金額を増額しないため、増

加分は県と市町の負担になっていることから、政府施策要望において、支援制度の充実を図るよう要望

しているところであり、引き続き、制度の見直しや十分な財源の確保を要望してまいりたい。 

 国境離島地域以外の航路における運賃低廉化については、離島住民運賃割引制度の算定基礎を拡充す

るよう国に要望している。また、国境離島地域における旅客運賃低廉化の対象拡大については、現行で

は、住民以外は移住定住促進に大きな効果が期待できる者や継続的に来訪する者等について対象とされ

ており、ビジネス客や観光客等まで広く対象範囲を拡大するためには、多額の経費を要し、現在の予算

規模を踏まえると非常に厳しいと国からは伺っている。県としては、引き続き、交付金の必要予算額の

確保と併せて、移住定住促進等に資する航路・航空路運賃低廉化の対象者拡大等について、国に要望し

てまいりたい。 

本土離島間における貨物輸送運賃の低廉化については、離島の生活環境を改善し定住を促進していく

上で、重要な課題と認識している。政府施策要望において、必要な予算の確保や対象事業の拡充、事業

実施期間の延長等について要望しており、今後も市町、関係団体などと連携し、国等に対しあらゆる機

会を通して要望してまいりたい。 

 ジェットフォイルの更新については、建造費用が大幅に高騰しており、航路事業者のみで更新を行う

ことは困難な状況であることから、県では、政府施策要望において、ジェットフォイルの更新に係る財



 

政支援を国に要望し、国を含めた関係者間で検討を重ね、その結果、国の既存事業の活用と併せて、県

や地元市が協調した支援スキームを構築し、県・地元市では令和６年度９月補正において関係予算を計

上したところである。 

しかしながら、国の既存事業は単年度予算であり、毎年度予算確保をしていく必要があることから、

県としては、今後のジェットフォイル更新に支障をきたさないよう、国に対して所要の予算が毎年度確

実に確保されるよう要請してまいりたい。 

さらに、燃料価格高騰の長期化により影響を受けている公共交通事業者に対して、事業継続を支援す

るための関係予算を令和６年度も１１月補正予算において措置したところであるが、引き続きあらゆる

機会を通して離島航路の現状を国へ伝えてまいりたい。 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １３ 県所管課 交通政策課、港湾課 

提言事項 離島航空路線の維持について 

予 算 額 

(令和６年度) 

離島航空路線確保対策事業 

      ４５５，９１５千円 

空港施設整備事業 １２９，０００千円 

(令和６年１２月補正) 

公共交通事業継続緊急支援事業 

        ３７，２００千円 

(令和７年２月補正)※要求中 

離島航空路線確保対策事業          

           １５０，０００千円 

(令和７年度)※要求中 

離島航空路線確保対策事業          

  ３７１，６９３千円 

空港施設整備事業   ４０６，０００千円 

 

（措置状況） 

 

離島航空路の維持に向けて、県においては、運航費や安全整備にかかる補助等に加え、燃油高騰等に

おける物価高に対して運航事業者へ様々な支援を行ってきた。また、国に対しては、政府施策要望にお

いて、離島航空路線運航費等補助金の算出方法の見直しや制度の拡充などの要望を行っている。 

なお、同様の項目については長崎県知事が副会長を務める全国地域航空システム推進協議会を通じて

も国に対して要望を行っている。県においては、今後も各種要望活動や支援策を講じていくが、離島航

空路線の安定的な運航維持には、地元市としての役割や利用促進に向けた連携が欠かせないところであ

り、引き続きご支援願いたい。 

また、壱岐空港及び対馬空港の滑走路の延長については、令和５年度に航空会社へのヒアリングを行

ったところでは、壱岐空港においては、滑走路延長が必要となるような機材の就航の見込がないとのこ

と、また、対馬空港においては、現状の延長で運航に支障は生じておらず、また、現行の需要で考える

と機材の大型化は想定していない、との回答を得ており、現時点では両空港とも滑走路の延伸は厳しい

状況である。今後とも、航空会社へのヒアリングを継続していくこととしたい。 

福江空港のグライドパスなどの施設整備について、既にローカライザーが設置されている中で、グラ

イドパスによる整備効果など、国から情報収集を行っているところである。 

その他、滑走路端安全区域（RESA）については、国に対して令和７年度新規要求を行っているところ

であり、引き続き着実な実施に向けて取り組んでまいりたい。 

 

 

 

 

                               



別紙様式１ 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １４ 県所管課 交通政策課 

提言事項 

第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

１０ 半島航路の維持・確保について 

（１）価格競争力を維持するための公的支援措置の実施 

（２）船舶の燃料効率の改善など経営基盤の強化策の実施 

（３）貨物や人の輸送手段の転換を図ることを促進するための施策の充実 

（４）燃油価格高騰の影響を受けている船舶事業者に対する公的支援の実施 

予 算 額 

(令和６年度) 

【１１月補正予算】 

○公共交通事業継続緊急支援事業 

160,350 千円（航路分のみ） 

○貨物運送事業継続緊急支援事業 

  36,200 千円（貨物航路分のみ） 

(令和７年度) 

 

（措置状況） 

（１）（２）について、半島航路は、本県と熊本県などの九州西海岸地域を結ぶルートとして、また、

世界文化遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」や「島原半島ジオパーク」

を活かした島原半島への観光客誘致のため、重要であると認識している。 

県としては、平成２４年度から、船舶リプレイス補助の仕組を適用（補助制度は事業計画期間の終

了に伴い、平成３０年度で終了）し、半島航路に就航する船舶の更新費用の助成を行い、その補助相

当額を運賃低廉化等によって利用者に還元し、島原半島地域の交流人口拡大を図っている。 

また、政府施策要望において、国に対し、半島旅客航路について航路維持を図るために必要な措置

を講じるよう求めている。 

（３）については、運賃低廉化等により、人や貨物輸送においても、フェリーへの転換を促進するこ

とができるものと考えている。 

（４）について、県では燃油価格の高騰により影響を受けている事業者に対し、事業継続を図り、半

島航路の安定的な運航の確保に繋げるための支援金の交付を令和６年度１１月補正予算において措

置しているところである。 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １５ 県所管課 住宅課、都市政策課 

提言事項 
第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

１１ 市街地再開発事業に対する財政支援措置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

８６，１９９（千円） 

(令和７年度) 

５２，０００（千円） 

（措置状況） 

 

・市街地再開発事業が、都市の活性化や市街地の防災に寄与することは理解している。県民が受けるメ

リットが最大になるよう、個々の事業について検討し、必要な支援を行ってまいりたい。 

 

・県要綱における補助算定方法等については、県の厳しい財政事情や、それぞれが受ける便益を試算し

縮小した経緯があり、要綱の見直しは困難であると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １６ 県所管課 住宅課 

提言事項 
第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

１２ 空き家対策への支援について 

予 算 額 
(令和６年度) 

２５,２００（千円） 

(令和７年度) 

３６,０００（千円） 

（措置状況） 

 

・県はこれまでも、空き家の発生抑制の観点から、中古住宅の取得・改修への支援等、市町への補助を

行ってきた。 

・令和５年度に改正された空家特措法では、空き家の管理や活用、相談等への対応を行う民間の事業者

を、市町が「空家等管理活用支援法人」として、指定することができるようになった（以下「支援法

人」という）。 

・県では、令和６年度予算において、支援法人を指定し活動を支援する市町への補助制度を創設した（長

崎空き家 de ミライ創出事業）。 

・市町におかれては、支援法人の指定を積極的に進めると共に、本事業の活用を検討されたい。 

・なお、本事業においては、支援法人が空き家を除却し、跡地活用を行う場合に必要な経費を補助対象

として盛り込んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別紙様式１ 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １７ 県所管課 市町村課 

提言事項 
第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

   １３ 大規模災害時の防災拠点となる庁舎等整備に係る財政支援について 

予 算 額 
(令和６年度) 

－ 

(令和７年度) 

－ 

（措置状況） 

 

●市町村役場機能緊急保全事業は、熊本地震で庁舎が被害を受けた際に災害時の庁舎の重要性 

が認識されて創設されたものである。当該事業債は、災害時にも指揮命令系統を維持、早期 

に復旧することが目的であることから、本庁舎のみを対象としており、支所及び出張所（地 

方自治法第１５５条に基づく所管区域を限定した庁舎）は対象としていないところである。 

また、市町村役場機能緊急保全事業は、令和２年度までの時限措置とされているが、各種団 

体等からの要望を受けて経過措置が設けられ、令和２年度までに実施設計に着手した事業に 

ついては、令和３年度以降も現行と同様の地方財政措置を講じるとされたところである。 

   なお、更なる延長若しくは恒久化、対象施設の拡充については、総務省地方債課から出来な 

   いと明言されており、本県としても要望する環境ではない。 

 

【参考】市町村役場機能緊急保全事業の概要 

 

（１）対象事業 

昭和５６年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建替え 

事業 

 （２）要件 

    公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく事業であって、建て替え後の庁舎を 

業務継続計画に位置づけるもの 

 （３）財政措置 

    充当率９０％（交付税措置対象分７５％）、交付税措置率３０％ 

※地方債の充当残については、基金の活用が基本 

 （４）事業年度 

    平成２９年度～令和２年度（ただし、経過措置として令和２年度までに実施設計に着手 

した事業については、令和３年度以降も現行と同様の地方財政措置を講ずる） 

 （５）起債対象経費 

    庁舎建て替え事業費×標準面積／新庁舎の面積                              



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 １８ 県所管課 税務課 

提言事項 第１－１４  ふるさと納税に係る返礼品について 

予 算 額 
(令和６年度) 

 

(令和７年度) 

 

（措置状況） 

 

募集経費を 5 割以下とする基準は、ふるさとを応援したいというふるさと納税の趣旨に鑑み、少なく

とも寄附額の半分以上は地域の活性化に使われるべきということから設けられたものであり、募集に要

した費用全体を対象としている。 

これまで、返礼品の送料について、地域により差があることは好ましくないとして、ふるさと納税の

募集経費から除外するよう要望があることを国へ伝えてきたところである。 

このような中、令和５年６月に行われたふるさと納税に係る告示の改正により、これまで経費に含め

ていなかった募集に付随して生ずる事務費用等全ての費用を募集経費に含むよう徹底されたところであ

り、送料のみを切り離して単独で議論することは困難と思われるが、機会を捉えて国へ伝えてまいりた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

 

回答番号 19  県所管課 防災企画課 

提言事項 1-15 自治公民館等の避難所設備に係る財政支援制度の創設について 

予 算 額 
(令和６年度) 

               なし 

(令和７年度) 

                なし 

（措置状況） 

○災害対策基本法第４９条の７では、市町は、想定される災害の状況、人口の状況その他の状況を勘案

し、災害が発生した場合における適切な避難所を確保するため、公共施設その他の施設を指定避難所

として指定しなければならないことになっています。 

○指定避難所については、現在、緊急防災・減災事業債、防災対策事業債などを活用した、環境整備や

耐震化が可能とされており、新たに、令和５年度から、私立学校施設や社会福祉法人施設を指定避難

所に指定している場合に、その環境整備のための取組を市町が支援する場合に、市町が緊急防災・減

災事業債を活用できることとされていますが、自治公民館等の避難所設備については、対象外とされ

ています。 

○県として、財政的な支援は困難ですが、自治公民館の改修については、一般財団法人 自治総合セン

ターが行う、コミュニティー助成事業において、対象となる場合もありますので、ご検討をお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２０ 県所管課 交通・地域安全課 

提言事項 
第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

 １６ 犯罪被害者等支援の充実について 

予 算 額 
(令和６年度) 

１３，１９２千円 

(令和７年度) 

１３，３３６千円 

（措置状況） 

県内全ての市町においては、令和３年までに犯罪被害者等支援条例の制定が完了し、経済的支援とし

ての見舞金の支給額は県下で統一されており、その他の助成等については、各市町の実情に応じて定め

られた条例や規則に則り支給が行われている。 

県としては、住民にとって最も身近な存在である市町が相談窓口として直接手続きを行い、迅速に支

給することは大きな支援と考えており、犯罪被害者等が県内のどの地域であっても十分な支援を受ける

ことができるよう、今後も各市町へ情報共有を図りながら助言を行っていく。 

 

なお、県においては、広域自治体として、引き続き県下全域を対象に 

① 性暴力被害者支援「サポートながさき」への支援業務の委託 

・専門相談員による相談、付き添い等の支援 

・被害者に対する医療、カウンセリング、法律相談経費の助成 

② 県民の理解増進のための広報啓発 

③ 市町や関係団体との連携体制の整備、会議・研修会の開催 

④ 交通事故相談所の運営（直営） 

・専門相談員が庁内で常時対応、県内各地で巡回相談（月３回程度） 

・弁護士による相談（２か月に１回） 

などを行いながら、今後も犯罪被害者等が適切かつ必要な支援を受けることができるよう各施策を実施

していく。 

 

支援体制の整備や人材育成について、県では長崎県市町犯罪被害者等推進協議会を設置し、県や市町

の取組実績の共有、意見交換及び研修の機会を設けることにより、支援の円滑化に向けた支援体制の整

備を図っており、引き続き人材育成にも力を注いでいく。 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２１ 県所管課 地域環境課 

提言事項 
第１ 都市財政の拡充強化に関する提言 

１７ ゼロカーボンシティ実現に向けた財政支援の拡充等について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

今回提言いただいた内容は、脱炭素社会の実現を目指し、各地域が地域脱炭素化に向けた取組を継続

的に、かつ、着実に推進するために必要な内容であり、非常に重要なものであると認識している。 

このため、全国知事会を通じ、国に対し必要となる支援策等について、しっかりと働きかけていると

ころである。 

 

 

（参考）令和６年８月２日：全国知事会から国へ提言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

●「脱炭素社会の実現に向けた対策の推進に関する提言」 

・ 地方公共団体での地域共生型再生可能エネルギーの大量導入や省エネルギー対策によ

り、地方から脱炭素と経済成長を推し進めるため、２０ 兆円規模の「脱炭素成長型経

済構造移行債」（ＧＸ経済移行債）も活用し、地方公共団体への大規模かつ安定的な財

政措置を実施すること。特に、「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」については、各

地方公共団体で計画した事業が確実に実施できるよう、予算規模の拡充や事業期間の延

長を図るとともに、地域の実情に合わせた柔軟な活用ができる制度となるよう、より一

層の運用改善を行うこと。 

また、「脱炭素化推進事業債」について、適用に当たっての要件緩和や対象事業の拡

充など、制度を引き続き見直すとともに、事業期間についても延長を図り、継続的に地

域の脱炭素化を支援すること。 

さらに、上記によらない地方公共団体の取組を支援するため、国庫補助事業の地方負

担分はもとより、地方公共団体それぞれが創意工夫を凝らして取り組む地方単独事業に

対しても、脱炭素化推進事業費を増額した上で、大胆かつ十分な地方財政措置を講じる

こと。 

・ 地域の脱炭素化に向けて、専門人材の派遣や人材育成など人材支援策を継続すること。 



 

1 

脱炭素社会の実現に向けた対策の推進に関する提言 

 
【ポイント】 

 ○ 地方から脱炭素と経済成長を推し進めるため、「脱炭素成長型経済構造移行 

債」（ＧＸ経済移行債）も活用し、地方公共団体への大規模かつ安定的な財政措

置（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金、脱炭素化推進事業債、地方交付税） 

を講じること。 

 ○ 水素・アンモニア、ｅ－メタン、ペロブスカイト太陽電池など新たなエネル

ギー、技術の実用化に向けた支援策を講じること。 

 ○ 「地球温暖化対策推進法」により導入された「促進区域」制度を市町村が積

極的に活用できるよう、市町村への財政支援や地域への利益還元の仕組みを創

設する等により、実効性の高い制度を構築すること。 

 ○ 熱中症特別警戒情報については、デジタル技術を活用して都道府県・市町村

や住民等に即時に一括して情報伝達できる手法を構築すること。 

 
令和２年１０月、国はパリ協定の目標達成に向け、「２０５０年カーボンニュート

ラル（脱炭素社会の実現）」を宣言し、また、同年１１月には衆参両議院において「気

候非常事態宣言」が決議されたことで、国全体が地球温暖化と向き合う姿勢が明確に

なり、令和３年４月には２０３０年度の温室効果ガス排出削減目標を４６％減（２０

１３年度比）とする目標値を表明した。 

このような中、昨年開催されたＣＯＰ２８においては、平均気温上昇を１．５℃以

内に抑えるためには緊急な行動が必要であること、また世界全体の温室効果ガスの排

出量を２０３０年までに４３％削減、２０３５年までに６０％削減（いずれも２０１

９年比）する必要があることが改めて認識された。 

また、国は、２０３５年までの削減目標と実施方針を策定し、２０２５年までにＮ

ＤＣ（国が決定する貢献）を国連に提出することが求められており、ＧＸ２０４０ビ

ジョンの策定並びにエネルギー基本計画及び地球温暖化対策計画の改定を予定して

いる。 

我が国においては、２０２２年度の温室効果ガス排出量が過去最低値を記録したと

ころではあるが、２０５０年までに脱炭素社会を実現するために残された時間は限ら

れており、少しも無駄にすることはできない。気候変動に対する責任を自覚し、目先

のことだけでなく若者世代と共に将来のことを考え、今以上に快適で利便性がよく、

質の高い脱炭素社会を実現するためには、国が高い目標を掲げ、達成に向けたロード

マップを示し、先導的に取り組むことで、民間による速やかな行動と大胆かつ継続的

な投資を促すことが必要となる。 

また、ロシア・ウクライナ情勢により我が国のエネルギー安全保障という課題が顕

在化し、さらに昨今、円安の影響等により、エネルギー価格が高騰している。このよ

うな状況の中で、深刻な気候危機に対応し、脱炭素社会の実現に向けて取組を進める

ためには、エネルギー政策に大きな責任と役割を持つ国の役割が決定的に重要である。 

ついては、エネルギー供給に大きな責務を有する国がエネルギーの安定供給に万全

の対策を講じつつ、国と地方がそれぞれの役割を踏まえ、日本の脱炭素化を力強くリ

ードしていくため、脱炭素社会の実現に向けたエネルギー・脱炭素政策に次の事項が

反映されるよう強く提言する。 

 



2 

 

１ 脱炭素社会を目指す基盤 

全ての地域が足並みを揃えて「２０５０年カーボンニュートラル」を目指してい

くため、以下を提言する。 

 

(1)  ２０５０年カーボンニュートラルに向けて限られた時間を無駄にしないため、

国が行う全ての政策に脱炭素の視点を取り入れるとともに、技術革新等に率先

して取り組むこと。 

また、国のＧＸ２０４０ビジョンの策定並びにエネルギー基本計画及び地球

温暖化対策計画の改定の検討に当たり、新たな温室効果ガス排出量の削減目標

を設定する際には、あらゆる主体がオールジャパンで取組を加速できるよう、

現行の目標を上回る目標を設定すること。加えて、ＣＯＰ２８で採択された「２

０３０年までに再生可能エネルギー発電容量を世界全体で３倍にする」という

目標を踏まえたエネルギーミックスやロードマップを示すとともに、その実現

に向けた具体的な対策と自治体の施策を後押しする取組もあわせて示すこと。 

 

(2)  脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」を推進し、

地方公共団体、事業者、ＮＰＯ等の取組を後押しするなど、国を挙げて地球温

暖化対策に取り組む機運を醸成すること。 

 

(3)  地方公共団体での地域共生型再生可能エネルギーの大量導入や省エネルギー

対策により、地方から脱炭素と経済成長を推し進めるため、２０ 兆円規模の「脱

炭素成長型経済構造移行債」（ＧＸ経済移行債）も活用し、地方公共団体への大

規模かつ安定的な財政措置を実施すること。特に、「地域脱炭素移行・再エネ推

進交付金」については、各地方公共団体で計画した事業が確実に実施できるよ

う、予算規模の拡充や事業期間の延長を図るとともに、地域の実情に合わせた

柔軟な活用ができる制度となるよう、より一層の運用改善を行うこと。 

また、「脱炭素化推進事業債」について、適用に当たっての要件緩和や対象事

業の拡充など、制度を引き続き見直すとともに、事業期間についても延長を図

り、継続的に地域の脱炭素化を支援すること。 

さらに、上記によらない地方公共団体の取組を支援するため、国庫補助事業

の地方負担分はもとより、地方公共団体それぞれが創意工夫を凝らして取り組

む地方単独事業に対しても、脱炭素化推進事業費を増額した上で、大胆かつ十

分な地方財政措置を講じること。 

 

（4） 脱炭素社会を実現するための施策を展開していく上で、迅速で正確な情   

報を把握し、可視化することが非常に重要であるため、都道府県別の温室効果ガ

ス排出量算出に係る統計資料を早期に提供すること。 

また、既設分も含めた再生可能エネルギーなどのＣＯ２削減効果を適切に反映

した温室効果ガス総排出量、自家消費分まで含めた地域における再生可能エネ

ルギー電力の需給状況や非化石証書などのクレジットの活用状況、ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）、ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ＺＥＢ）

導入状況、軽自動車の燃料別新車販売台数等について、都道府県別、市町村別

に統計整備し、提供すること。 

 

（5） 地域の脱炭素化に向けて、専門人材の派遣や人材育成など人材支援策を継続

Administrator
ハイライト表示

Administrator
ハイライト表示

Administrator
取り消し線
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すること。また、地域地球温暖化防止活動推進センターが実施する事業者及び住

民に対する普及啓発活動や広報活動、地球温暖化防止活動推進員への活動支援

等に対し、十分な財政支援を行うこと。 

 

(6)  政府が目指す成長志向型カーボンプライシング構想の具体化に当たっては、

温室効果ガスの排出抑制を最大化する効果を発揮するとともに、地域経済の成

長促進につながるものとなるよう、検討を進めること。なお、検討に当たって

は地球温暖化対策に係る地方財源の充実の視点も踏まえること。 

また、排出量取引の拡大につなげるため、J－クレジットについては、環境配

慮型コンクリートなどのＧＸ製品の利用を対象に含めるほか、Ｊブルークレジ

ットなどのボランタリークレジットについてはＳＨＫ制度の対象とするなど、

カーボンクレジット制度の拡充のための見直しを進めること。 

 

(7)  エネルギーの安定供給と脱炭素化を両立させるため、「水素基本戦略」に基づ

き、サプライチェーンの構築において燃料種及び地域間などで生じる価格差へ

の十分な支援、供給インフラ整備及び水素・アンモニアを活用した火力発電の

ゼロエミッション化など、新たなエネルギーの実用化に向けた支援策を講じる

こと。 

 

(8)  ２０５０年カーボンニュートラルのトランジション期における脱炭素の取組

を進めるエネルギーであり、既存のインフラ設備等を利用可能な「ｅ-メタン」

の活用に向けて、関連する技術開発や国内外における社会実装に向けた取組の

推進、ＣＯ２カウントルール等の整備等に積極的に取り組むこと。 

 

(9)  オゾン層保護及び地球温暖化対策の両面から重要な課題であるフロン類の排

出抑制について、第一種特定製品廃棄時のフロン類回収率が未だ低迷している

ことから、国は、関係事業者へ法令の周知徹底を図るなど回収率向上のための

施策を着実に推進すること。 

また、フロン類使用製品からのフロン類の漏えいを防止するため、国は機器

使用時のフロン漏えい防止に資する技術の普及に向けた取組を行うとともに、

事業者のみならず、広く一般国民に対しても法令周知を行い、フロン類の適正

管理の徹底を図ること。 

さらに、ノンフロン製品への転換を加速化させるため、技術開発や製品の導

入に対する支援のさらなる充実などの普及のために必要な措置を講じること。 

 

 (10) ２０５０年カーボンニュートラルの実現に不可欠とされる、削減しきれない

ＣＯ２を地中に貯留するＣＣＳ及び素材や燃料に再利用するＣＣＵ/カーボン

リサイクルなどの革新的技術の早期社会実装に向け、技術支援や貯留を想定す

る地域の理解を得るための普及啓発等に取り組むとともに、貯留によるＣＯ２

削減効果の算定方法を早急に示すこと。 

また、ＣＯ２等の回収・輸送・利用に係るサプライチェーン構築に向けた支

援策やＣＣＵ製品の市場創出に向けた公共調達の推進、法規制の見直し等の対

策を講じること。 

 

 

 

Administrator
ハイライト表示



4 

 

２ 交通分野の施策 

２０３５年までに乗用車新車販売で電動車１００％を実現させ、環境負荷軽減と

地域交通の最適化を同時に実現するため、以下を提言する。 

 

(1)  自動車交通に起因するＣＯ2排出量の削減は、地球温暖化対策として極めて重

要であることから、電動車、特に電気自動車や燃料電池自動車の加速度的普及

を図るため、研究開発の推進、購入補助をはじめとする需要拡大に向けた支援、

規制緩和、道路整備や維持管理等に影響を及ぼさないよう国の財源措置による

高速道路等の利用料金減免といったインセンティブ付与など、実効性のある取

組を進めるとともに、充電・充填インフラなどの環境整備を加速すること。な

お、インフラ整備に当たっては、積雪寒冷地など地域の特性に配慮すること。 

 

(2)  自家用車依存の高い地方部における公共交通への積極的な支援や、新モビリ

ティサービス（ＭａａＳ、ＣＡＳＥ）の基盤づくりを推進し、ＣＯ２排出量を抑

えるとともに、地域における多様な移動手段を確保すること。 

 

(3) 従来のトラックによる貨物輸送から、環境負荷が低いとされている鉄道や船

舶等へと転換するモーダルシフトや、燃料電池トラックの導入等も重要である

ことから、実効性のある施策を推進するための十分な予算を確保すること。  

なお、鉄道輸送におけるモーダルシフトについては、主要幹線鉄道のみならず、

地方鉄道路線を活用した鉄道輸送についても、推進すること。 

また、輸送拠点の集約など物流の効率化・合理化を促進するとともに、ディー

ゼル機関車（鉄道）については、動力源の非化石化に向け、非化石ディーゼル燃

料の導入や、燃料電池機関車への転換を促すこと。 

さらに、ＬＮＧ燃料船、水素・アンモニア燃料船、バッテリー船等の先進的な

取組の実証・導入や、モーダルシフトによりＣＯ２排出量が増加する鉄道事業者・

船舶事業者に対して積極的な支援等を行うこと。 

 

 

３ 建設分野の施策 

住宅をはじめ、公共施設や社会福祉施設、商業用ビルなど、建築物の早期ネット・

ゼロ・エネルギー化の実現と、インフラ分野におけるカーボンニュートラルの実現

に向け、以下を提言する。 

 

(1)  戸建住宅の新築に当たっては、地域工務店等のスキルアップを含め、十分な

支援策を講じた上で太陽光発電設備等の設置を要件としたＺＥＨの適合義務化

を早期に図る等、効果的な施策を講じるとともに、地域でのＺＥＨを上回る先

導的取組等を実施する地方公共団体への支援を行うこと。 

 また、多雪地域等、太陽光発電や断熱化に不利な地域においてもＺＥＨの導

入が進むよう、技術開発や設置に当たっての財政支援を行うこと。 

 

(2)  既存住宅については、高断熱性能の確保、再生可能エネルギー設備や蓄電池

の設置に向け、全国の地方公共団体が足並みを揃えて取り組めるよう、購入補

助等の十分な支援策を講じること。 



5 

 

 

(3)  業務用建物に係る各省庁の補助制度は、ＺＥＢ化の推進や地方公共団体の先

導的取組に資することを前提としたものにするとともに、地方公共団体のＺＥ

Ｂ化等に向けた取組を推進する財政措置等、必要な支援策を講じること。 

 

(4)  炭素貯蔵効果を有する建築物の木造化・木質化について、環境負荷の低減策

として有効であることを普及啓発するほか、補助制度の拡充を図るなど、十分

な支援策を講じること。 

 

(5)  空港、道路、ダム、下水道等の多様なインフラを活用した再生可能エネルギ

ーの導入促進やエネルギー消費量削減の徹底、脱炭素に資する都市・地域づく

りを推進すること。また、産業の脱炭素化・競争力強化に向け、建設施工に係

る脱炭素化の更なる促進を図ること。 

 

 

４ 産業分野の施策 

地域の企業が、事業活動での脱炭素化や革新的技術の創出により、サプライチェ

ーンで選ばれ続ける企業となるよう、以下を提言する。 

 

(1)  工場等における熱電併給の導入など計画的な省エネルギー設備への投資、再

生可能エネルギーや水素・アンモニア等の次世代エネルギーの積極的な導入、

自動車・船舶などの電動化、電化が困難な産業における化石燃料の消費削減・

燃料転換、生産過程で多くの二酸化炭素を排出する産業における新たなプロセ

ス開発、大規模な水素・アンモニア需要の見込めるエリアにおける供給インフ

ラ整備、都市ガス導管の整備、カーボンニュートラルコンビナートへの転換な

ど、実効性のある脱炭素対策を促進するための十分な支援策を講じること。 

また、サプライチェーン全体の脱炭素化に取り組む企業のニーズに対応した

脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化や、水素・アンモニア等の受入環境の整

備等を図るカーボンニュートラルポートの形成に向けた取組への支援策を講じ

ること。 

さらに、これらの取組により産業構造の変革が予想されるため、産業界から

の意見を踏まえて関連企業への支援を強化するとともに、大きな影響を受ける

雇用についても、対策を講じること。 

 

(2)  次世代型太陽電池であるペロブスカイト太陽電池をはじめとする脱炭素化に

資する製品の実用化に向けた取組のほか、地域の特性に応じた産業振興に資す

る研究開発・実証・社会実装の取組を支援する制度を創設、拡充すること。 

 

(3)  農業機械の電動化や脱炭素燃料化、畜産由来のメタン等の温室効果ガスの排

出抑制に必要な技術開発の早期実現と導入支援を行うこと。 

また、農地へのバイオ炭や作物残渣等の投入による炭素貯留など温室効果ガ

スを低減する取組を一層推進すること。 

 

(4)  カーボンニュートラルに貢献するプラスチック等の循環的利用や、ＣＣＵＳ

/カーボンリサイクルなど、資源循環への移行を加速させるため、技術開発や施
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設整備に当たっての財政支援を引き続き行い、実用化を加速すること。 

 

 

５ 再生可能エネルギー分野の施策 

第６次エネルギー基本計画において、２０３０年度の電源構成に占める再生可能

エネルギー割合について３８％以上の高みを目指すとしているが、昨年開催された

ＣＯＰ２８で「２０３０年までに再生可能エネルギー発電容量を世界全体で３倍に

する」という新たな目標が採択されたことを踏まえ、再生可能エネルギーの主力電

源化を徹底し、再生可能エネルギー由来の電力を飛躍的に普及拡大させるとともに、

再生可能エネルギーの熱利用を促進させる必要があるため、以下を提言する。 

 

(1)  系統接続の制約の早期解消に向けて、広域系統長期方針（マスタープラン）

及びＧＸ実現に向けた基本方針に基づき、全国規模での系統整備や海底直流送

電の整備を着実に進めること。 

また、送電線の容量不足を補うために系統接続を希望する再生可能エネルギ

ー発電事業者が負担する工事費等について支援すること。加えて、系統用蓄電

池は、再生可能エネルギーの出力変動に対応できる調整力等の供出や余剰電力

の吸収が可能なものであることから、一層の普及拡大を推進すること。 

 

(2)  ＦＩＴ・ＦＩＰ制度運用に係る手続の効率化・迅速化を行うこと。新たにＶ

２Ｈや蓄電池等を導入する際に必要となる変更申請手続は、処理に時間を要す

るなど速やかな電力確保が困難な状況にあるため、適切な措置を講じること。 

 

(3)  長期電源化のためには、既存の再生可能エネルギー設備について、ＦＩＴ制

度の調達期間終了後も最大限の活用を図ることが重要であることから、事業者

による適正管理のための追加・再投資への支援など適切な環境整備に向けた方

策について検討を進めること。 

 

(4)  地方における再生可能エネルギーの活用量を拡大し、太陽光発電などの出力

制御の際の需給調整対策としても有効である蓄電池の普及を推進するため、Ｆ

ＩＴを活用した既設の再生可能エネルギー発電への導入も補助対象とするなど

支援制度を拡充すること。加えて、再生可能エネルギーの地産地消の推進や、

災害時の停電対策等にも資する地域マイクログリッドの導入支援を拡充するこ

と。 

 

(5) 「地球温暖化対策推進法」により導入された「促進区域」制度を市町村が積極

的に活用できるよう、地域脱炭素化促進事業に係る市町村への財政支援や、地域

住民からの理解を円滑に得るため、再生可能エネルギーの地産地消など地域への

利益還元の仕組みを創設する等により、実効性の高い制度を構築すること。 

また、同法改正により都道府県及び市町村が共同して促進区域等を定めるこ

とができることになるが、本改正の目的は、地域の合意形成を図りつつ、地域に

貢献する再生可能エネルギー事業の導入を拡大することであり、地域に精通す

る市町村の関与が不可欠であることから、促進区域等の設定や地方公共団体実

行計画協議会の運営等について、それぞれの役割を明確にし、指針やモデルケー

ス等を示すこと。 
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(6)   発電設備の設置に当たっては、防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との

関係が悪化するなどの問題が全国的に生じていることから、自然環境や景観、

歴史・文化等に十分配慮し、地元地方公共団体の意見が適切に反映される仕組

みを早期に構築すること。 

 

(7)   再生可能エネルギーは防災力強化の観点からも重要な役割が期待できるため、

避難施設等として位置付けられた公共施設等への再生可能エネルギー設備や蓄

電池等の導入を支援する「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施

設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」については、次期国土強

靱化５か年加速化対策にも引き続き位置付け、令和８年度以降についても十分

な支援策を講じること。 

 

(8)   再生困難で今後営農が見込めない荒廃農地について、農地転用許可後に太陽

光発電設備を導入するなど地域と共生した形で活用する場合は、山林化してい

る荒廃農地の整地費用など、十分な支援策を講じること。 

 

(9)  被災等による再生可能エネルギー設備の放置・不法投棄の防止のため、地方

公共団体においても事業者への指導をできるようにするとともに、事業者が所

在不明や指導に応じない場合に撤去等を行える仕組みを構築すること。加えて、

既存設備を含めた適切な廃棄処分やリサイクルの促進について、基金の設置な

ど財源確保も含めて必要な対策を講じること。 

 

(10)  水素社会の実現に向け、「水素基本戦略」で示された数値目標を確実に達成

するため、新たな水素関連技術の開発や実証、既に社会実装されている技術等

の積極的な導入に取り組む企業への支援をはじめ、水電解装置の製造能力強化

や水素パイプライン等の供給インフラの整備、燃料電池バス・トラックなど商

用車の導入促進に向けた支援や水素ステーションの整備促進など、水素の利活

用拡大のための取組を推進すること。 

   また、再生可能エネルギー由来の電力により生産されるグリーン水素の利活

用に向けて、調整手段確立に向けた研究開発等を引き続き支援するほか、先駆

的な取組を推進する地方公共団体への支援策を講じること。 

 

(11)  洋上風力発電の設置の拡大に向けて、排他的経済水域（ＥＥＺ）への展開を

可能とする「再エネ海域利用法」の改正の動きなどの背景を踏まえ、浮体式洋

上風力発電の技術開発・漁業への影響調査や、実証試験に向けた一層の支援を

行い、早期の社会実装を促進すること。    

また、洋上風力発電の設置や維持管理の際に必要となる港湾について、地域

振興の方向性などを踏まえ、地域の実情に応じた整備を推進できるよう支援策

を講じること。 

 

(12)  地中熱や太陽熱の熱利用など、再生可能エネルギーの電力以外の利用や用途

開発を強力に進めること。 

 

(13)  洋上風力発電以外の海洋再生可能エネルギー、地熱、太陽熱など、国内にお

いて膨大に賦存しているものの十分に開発が進んでいない再生可能エネルギー
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の技術開発について、積極的かつ継続的に推進すること。    

 

 

６ 吸収・適応分野の施策 

森林の健全な育成と森林資源の循環利用、藻場・干潟の保全や拡大を図ることで

二酸化炭素の吸収量を確保するとともに、防災・減災などの適応策を講じるため、

以下を提言する。 

 

(1)  主伐・再造林・保育等の森林整備や、ＩＣＴ等を活用して作業の効率化を図

る「スマート林業」の推進、林業の担い手の確保・育成など、森林の適正な管

理への支援を強化すること。 

また、炭素貯蔵効果とともに、他の資材より製造時のエネルギー消費が比較

的少なく、輸入木材と比べて、輸送時にＣＯ２排出抑制効果が期待できる国産

木材の活用や、未利用間伐材等のバイオマス発電・熱利用への活用など、森林

資源の持続的な利用を一層推進すること。 

さらに、森林管理に係るＪ―クレジットについては、発行手続期間を短縮す

るとともに、国内外において、より汎用性のある制度となるよう、内容の拡充

を図ること。 

 

(2) 藻場・干潟による炭素固定（ブルーカーボン）を各地で推進するため、地域毎    

のＣＯ２吸収量の評価手法に対し技術的支援を行うとともに、藻場・干潟の保全 

や拡大に向けた取組、海藻養殖の促進に対して支援を充実させること。 

 

(3) 気候変動の影響に基づく災害等のリスクによる国民の生命、財産、生活、経済 

等への被害の最小化や、迅速に回復できるレジリエントな社会の構築に向けて、

気候変動に対する国民の危機意識の啓発を図る取組を強化し、適応策を強力に

推進すること。 

特に、熱中症対策については、国が責任を持って、制度内容を国民へ周知す

るとともに、都道府県・市町村が熱中症対策を着実に実行できるよう、財政措

置を含めた必要な支援策を講ずること。また、熱中症特別警戒情報については、

デジタル技術を活用して都道府 県・市町村や住民等に即時に一括して情報伝達

できる手法を構築すること。 

 

(4) 省庁間や研究機関との連携を強化し、気候変動の実態や影響予測・評価など 

の情報を積極的に国民や地方公共団体に発信してリスクコミュニケーションを

強化すること。 

また、地域における適応の取組を促進するため、気候変動適応法で規定された

地方公共団体における地域気候変動適応計画の策定や実行、地域気候変動適応セ

ンターの整備、運営等について、国において十分な財政措置を講じるとともに、

地域の状況に応じた気候変動影響評価手法の開発や評価の実施など技術的援助

の強化を図ること。 

令和６年８月２日 

全 国 知 事 会 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２１ 県所管課 国保・健康増進課 

提言事項 
第２ 国民健康保険制度に関する提言 

 １．国民健康保険制度について 

予 算 額 
(令和６年度) 

－ 

(令和７年度) 

－ 

（措置状況） 

 

 制度改正に伴う臨時的財政負担等への支援については、基本的には国が措置すべきものと考えている

が、国による措置が及ばない部分に対する支援に関し、県繰入金の効果的な活用について、市町との協

議を行った。 

 ・「作業部会」、「長崎県市町国保連携会議」で協議 

 

市町との制度の広域化等に向けた協議については、従来から、「長崎県市町国保連携会議」や「作業部

会」を定期的に開催しており、市町の意見を尊重しながら協議を行った。 

・長崎県市町国保連携会議を３回開催。作業部会を１６回開催。 

 

国保制度の安定化に向けた財政支援については、定率国庫負担の引上げ等、国保の財政基盤強化のた

めの財政支援を行うよう、全国知事会等を通じて国に要望した。 

 ・全国知事会 令和７年度要望（令和６年８月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２２ 県所管課 
医療政策課・地域保健推進課・ 

医療人材対策室 

提言事項 
第３ 地域医療保健の充実強化に関する提言 

１ 地域医療提供体制の確保について 

予 算 額 
(令和６年度) 

１，４０９，２６５千円 

(令和７年度)  

１，５７５，３８３千円 

（措置状況） 

（１）医師確保対策等について 

○ 医師については、国が定めた医師偏在指標をもとに策定した長崎県医師確保計画に沿って関係団

体と連携しながら離島・へき地における医師不足の解消を図るため、医師の養成確保対策を実施し

ている。 

○ 看護職員については、県内就業を促進するため、看護職員修学資金貸与制度を設け、看護師等養

成所に対しては、「看護師等養成所運営補助事業」により、養成に必要な経費の一部を助成している。

令和元年度からは、県内就業率に応じた調整率を設定することで県内看護職員確保への貢献に応じ

て助成額を調整する制度を導入している。 

 ○ 労働環境の改善に関しては、「医師の働き方改革」を進めるため、医師の時間外労働時間の上限規 

制が令和６年４月に適用されたことから、県内医療機関の対応状況を確認し、適宜、医療勤務環境 

改善支援センターと連携し、「医療勤務環境改善支援事業」による支援を実施している。 

○「令和７年度政府施策に関する提案・要望書」において、以下について提案・要望を行った。 

      （１）離島住民等が必要とする医療提供体制を確保するため、医療ＩＣＴを活用した遠隔診療の

整備にかかる支援の充実や、ドローンによる薬剤搬送にかかる規制等について柔軟な適用

ができる仕組みを構築すること 

      （２）大学医学部地域枠制度に関する医療介護総合確保基金予算、及び離島への医師搬送に係る

補助金予算を引き続き確保すること 

     （３）看護職員確保のため、看護学校養成所の実習や復職支援のための実務研修受入施設、看護

職員の出向支援を行う施設を診療報酬で評価するなどインセンティブを得られる仕組みを

構築すること 

○ 新専門医制度については、医師偏在を助長させる等、地域医療の確保への影響が懸念されること

から、全国衛生部長会から国への要望において、引き続き国の主体的な関与を求めるとともに、地

域医療対策協議会の意見を踏まえた都道府県による国への提出意見においては、日本専門医機構等

の運営に十分に反映し、個別の意見に対する反映状況等についてフィードバックを図ることや、都

道府県ごとの専門医定員設定のシーリングについては、将来の医療需給や地域の実情、医師の稼働

実態を踏まえた診療科ごとの医療提供体制に応じたものにし、算定方法を検討することを求めてい

る。 

 

（２）長崎県離島医師確保補助金等について 

○ 市町立等の離島診療所の医師確保に寄与するため、医師給与費について一部助成を行っているが、



今後とも、予算額の確保に努めていく。 

  【令和６年度見込み】 

    ５市町等８診療所の医師９人分に対し補助金を交付決定（長崎市１診療所１人分、佐世保市１

診療所２人分、平戸市２診療所２人分、西海市３診療所３人分、小値賀町１診療所１人分） 

    また、医療提供体制推進事業費補助金については、国に対して十分な財源を確保するよう要望

を行っており、引き続き病院群輪番制病院の設備整備等への補助金の確保に努めていく。 

   

（３）医師養成・派遣システムの充実について 

 ○ 医師養成に関しては、県内臨床研修病院等関係機関で研修プログラムの充実のための検討及び研

修医確保のための取組を行っており、令和７年度採用予定の初期臨床研修医数は１０６人となって

いる。 

   また、派遣システムに関しては、地域医療に従事する医師を確保し、地域偏在を解消するため、

平成２４年度に「ながさき地域医療人材支援センター」を設置し、医師不足病院への派遣調整・斡

旋や医師としての専門性の維持・向上をサポートする体制の整備を行っているところである。 

 ○ 国境を越えた地域医療支援機構（旧へき地病院再生支援・教育機構）に対する支援については、

県と平戸市の共催により全国の学生を対象とした地域医療体験実習やシンポジウム等の地域医療啓

発事業を実施している。 

 

（４）啓発事業の実施について 

 ○ 長崎県医療計画に基づき、救急車の適正利用と救急医療機関の適切な受診について関係機関と連

携して普及啓発を図っている。 

〇 緊急性がなく軽症者の二次・三次医療機関へのウォークイン受診などを抑制する一方、救急車の

要請や時間外受診をためらうことがないように、電話相談体制の充実を図るとともに、救急車の適

正利用と救急医療機関の適切な受診について、県民に対し普及啓発を図っている。 

 

（５）自治体病院・診療所への支援について 

 ○ 自治体病院等医療機関への財政支援の強化については、全国知事会を通じて国に対し、引き続き

要望していく。 

○ 公的医療機関の医師確保等の対策については、「ながさき地域医療人材支援センター」や「長崎県

自治体病院等開設者協議会」において、斡旋・紹介等の支援を行っている。 

 

（６）医師派遣体制の整備について 

 ○ 県では、昭和４０年代から医学修学資金制度や自治医科大学派遣制度により、病院企業団病院勤

務医師の養成・配置を行っており、引き続き養成医の配置、医師派遣体制の整備に努める。 

 ○ 医学修学資金貸与制度（昭和４５年～） 

   大学医学部生に対し、授業料等修学に要する経費を貸与し、大学卒業後、貸与を受けた期間に応

じて長崎県病院企業団等に勤務すると、元金と利息の返済が免除される制度で、令和６年度新規貸

与者は地域枠２１人、令和６年１２月現在で貸与総数３６０人のうち学生が１２７人で、病院企業

団等に勤務中が８０人となっている。 

   医学修学資金の貸与を前提とした入試制度である地域枠に関して、平成３０年４月入学分から募



集枠を増員し、令和６年４月入学分は２２人の枠を確保している。 

 ○ 自治医科大学派遣制度（昭和４７年～） 

   都道府県が出資して設立した自治医科大学に学生を派遣し、へき地に勤務する医師を養成してい

る。授業料等修学に要する経費が貸与され、卒業後、貸与を受けた期間に応じて公立医療機関等に

勤務すると元金と利息の返済が免除される制度で、令和６年度新規貸与者は３人、令和６年１２月

現在で貸与総数１３３人のうち学生が１５人で、病院企業団等に勤務中が３３人となっている。 

  

（７）看護職員に対する支援体制の整備について 

  看護職員については、引き続き養成、離職防止、再就業支援、資質向上を柱に取り組んでいく。 

 ※ 看護職員の確保・定着及び資質向上に関する主な事業 

 ○ 看護職員修学資金貸与制度 

   看護学校等の在学者に修学資金を貸与。免許取得後、県が条例で定める医療機関等において一定

期間看護職員の業務に従事した場合、返還を免除する。 

 ○ 看護師等養成所運営費補助事業 

   看護職員養成所の強化充実を図るため、養成所に対して運営費の一部を助成する。 

 ○ 看護師等学校養成所県内就業促進事業 

   新卒看護職員の県内就業を促進するため、県内看護師等学校（医師会立、公立除く）における、

県内就業の促進に係る経費を助成する。 

 ○病院内保育所運営費補助事業 

看護職員の離職防止及び再就業を促進するため病院内保育施設（公立除く）の運営費の一部を助

成する。 

○ ナースセンター事業 

   「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき、離職時に届出をされた看護師等に対する

就業促進に関する情報提供や未就業看護職員等への就業相談、斡旋を行う。 

○ 質の高い看護職員育成支援事業 

一定の看護分野における熟練した看護技術と知識を有する「認定看護師」及び「看護師に係る特

定行為研修修了者」を育成し、看護の質の向上を図る。 

 ○ 看護キャリア支援センター事業 

   看護職員の離職防止、就業支援等に資する研修・相談の実施、情報の提供等を通じて、県内にお

ける質の高い看護職員の安定的な確保を図る。 

①復職・就業支援研修、相談 

②福祉施設看護職員研修 

③院内教育体制整備・充実のための研修 

   新人看護職員研修・教育担当者研修、スキルアップ研修、実習指導者講習会等 

 

（８）医療計画における基準病床数算定について 

 ○ 医療計画における基準病床数については、医療法に基づき国が定めた計算方法に従って算定する

こととなっており、令和６年３月に策定した第８次医療計画において、圏域の流出入状況等を勘案

し算定したところである。 

 ○ また、医療計画では、長崎県地域医療構想（平成２８年１１月策定）で算定した２０２５年の「病



 

床の必要量」を、地域の実情を反映したあるべき医療提供体制の実現に向けた方向性として位置付

けているところである。 

 

（９）感染症対策について 

○ 今後の新興・再興感染症に備えるため、検査機関や医療機関等と感染症法に基づく協定を締結し、

流行初期から確実に稼働する検査・医療提供体制の構築を進めている。  

 

〇 また、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、新型インフルエンザ等対策政府行動計画が

昨年７月に抜本改正されたことを踏まえ、県の新型インフルエンザ等対策行動計画の改定を令和６

年度末に予定しており、今後、同計画に基づき、平時からの準備の充実等を図ることとしている。 

 

〇 来年度以降は県行動計画改定を踏まえた各市町の行動計画改定が行われることとなるため、県と

しては、各市町に対し、情報提供や助言、進捗状況の確認などの支援を行っていく。 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２３ 県所管課 医療政策課 

提言事項 
第３ 地域医療保健の充実強化に関する提言 

  ２ がんとの共生を図る社会の実現に向けた支援の充実について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

がん患者が適切な医療を受けながら、自分らしく生活するためには、がん治療による外見の変化を補

うアピアランスケアは、重要なケアの一つであると考えている。 

毎年、がん患者及びそのご家族に対するアピアランスケアの認知度や、県内全市町に対するアピアラ

ンスケア用品に対する費用助成制度について調査を実施しているが、依然としてその認知度は低く、ま

た認知している患者の中でも、必要がなかったという方が多い傾向となっている。 

このため、県では、がん患者ががんと共生していけるよう、がん診療連携拠点病院等との連携により、

誰でも無料で利用可能ながん相談支援センター等の周知をはじめ、同じ経験を持ち相談支援を行うピア

サポーターの養成やがんサロン等への派遣、緩和ケアの推進支援等、患者への相談支援体制の充実に向

けた各種取組を行っている。引き続き、県内のがん患者の実態に応じた支援策について検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２４ 県所管課 こども家庭課 

提言事項 

第４ 子ども・子育て支援等の福祉施策の充実強化に関する提言１．子ども・子育て施策

の充実強化について 

（１）子ども福祉医療費制度について 

予 算 額 
(令和６年度) 

１，０３４，５９０千円 

(令和７年度) 

１，１７６，５９１千円 

（措置状況） 

子ども医療費については、「令和７年度政府施策に関する提案・要望」において、国において全てのこど

もたちが窓口負担なしで医療を受けられる全国一律の新たな子どもの医療費助成制度を創設するよう要

望を行っている。そのほか、全国知事会の「令和７年度国の施策並びに予算に関する提案要望」や全国

衛生部長会の「令和７年度衛生行政の施策及び予算に関する要望書」においても、国に同様の要望を行

っているところである。 

また、子どもの医療費助成制度については、厳しい財政状況の中、市町と協議を重ね、昨年度から、18

歳までのすべての子どもを対象とする、市町と連携した本県独自の制度を開始したところである。こう

した中、現時点においては、対象者の更なる拡大は困難な状況であるが、先般の県・市町連携会議にお

いても議論があったところであり、制度のあり方について、市町や関係者との意見交換を深めてまいり

たい。本来、医療費助成制度は、ユニバーサルサービスとして国の責任において整備すべきものと考え

ており、本県の取組なども示しながら、国に対して引き続き強く要望していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２４ 県所管課 こども家庭課 

提言事項 妊産婦医療費助成制度の創設について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 妊産婦医療費助成制度の創設については、令和６年度九州各県保健医療福祉主管部長会議において、

全額国庫負担による、妊産婦を対象とする全国一律の医療費助成制度を創設するよう、国へ要望を行っ

た。引き続き、同会議等に提案し九州各県の状況を確認しながら、国への要望を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２４ 県所管課 こども未来課 

提言事項 放課後児童クラブに係る財政支援の充実について 

予 算 額 
(令和６年度) 

１，６７８，４６６千円 

(令和７年度) 

１，９６６，７４６千円（要求） 

（措置状況） 

放課後児童クラブは、小学校に就学している児童で保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に、

適切な遊び及び生活の場を与えて健全育成を図る事業であり、仕事と子育ての両立を支援する放課後

児童クラブの需要は、共働き世帯の割合の増加等により、増加傾向にある。 

  現在、ひとり親世帯及び多子世帯への補助を県単独予算（県 1/2、市町 1/2）で支援しているが、低

所得世帯等への支援については、全国一律の制度となるよう政府施策要望等で国に要望しているとこ

ろである。 

また、小規模クラブへの支援については、国の交付金における加算など一定の措置は図られている

が、今後、地域の実情を踏まえて、国への要望の必要性について検討していく。 

借家で運営している放課後児童クラブについては、新設クラブに対する賃借料補助はあるものの、  

既存のクラブに対する補助はないため、九州各県合同で、国へ要望しているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 24 県所管課 こども未来課 

提言事項 保育料の完全無償化について（再掲） 

予 算 額 
(令和６年度) 

       ― 

(令和７年度) 

       ― 

（措置状況） 

  
保育料の無償化については、居住する自治体によって保護者の負担に格差を生じさせる

べきではなく、全国どこでも同じ条件でサービスが受けられることが望ましいと考えてお

り、令和7年度政府施策に関する提案・要望において、財源を含め、国の責任において、

全国一律のユニバーサルサービスとして実施するよう要望したところであり、引き続き、

知事会等とも連携しながら、国に対して強く要望していく。 

 

また、厳しい財政状況もあり県単独での支援は困難な中、県内一律のサービスのあり方

や、県と市町の財源負担の問題など課題があるものと認識しており、今後もこうした課題

をふまえながらユニバーサルサービスについて県内での議論を深めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２５ 県所管課 長寿社会課 

提言事項 
第５ 介護保険制度等に関する提言 

 １ 第１号被保険者の保険料について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

「令和７年度政府施策に関する提言・要望」において、保険給付費に対する国庫負担割合の引き上げ

など、費用負担の抜本的な見直しにより、第１号被保険者である高齢者個人が負担する保険料を軽減す

るよう要望している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２６ 県所管課 長寿社会課 

提言事項 
第５ 介護保険制度等に関する提言 

２．介護従事者の人材確保について 

予 算 額 

(令和６年度) 

【当初予算】４９７，６９５千円 

【２月補正】２３８，３１５千円 

（翌年度へ全額繰越） 

(令和７年度) 

【当初予算】１９５，００７千円 

（措置状況） 

介護従事者の人材確保については、これまでも地域医療介護総合確保基金等を活用し、様々な事業を

実施してきたが、今後、生産年齢人口の減少によって担い手の確保がさらに困難となるため、特に、職

員の賃金向上、若い世代への介護の仕事の魅力発信、介護現場の生産性向上、外国人材の活用が重要だ

と考えている。 

今年度の国の経済対策補正予算において、職員の賃上げにつながる新たな補助事業が予定されており、

県としても、必要な予算を計上したいと考えているほか、国に対しては、政府施策要望の最重点項目と

して処遇改善加算制度の充実強化を要望している。 

また、県が認定した若手介護職員「介護のしごと魅力伝道師」による中高生向け講話に加え、今年度

から、小中学生向けの介護の仕事体験イベント「キッザケアながさき」で介護の仕事の理解促進を図っ

ていく。 

さらに、生産性の向上について、介護ロボット・ＩＣＴなどのテクノロジーの導入や効果的な活用の

支援、生産性向上を支援するワンストップの相談窓口の開設、ケアプランデータ連携システムの利用促

進などに積極的に取り組むほか、日本語向上や介護福祉士の資格取得の支援、留学生に対する修学資金

の貸与などにより外国人材の確保に努めている。 

なお、介護従事者の確保は、県の取組だけでは難しいため、今後とも、市町や関係機関と連携すると

ともに、介護事業所の積極的な参画を促し、官民一体となって取り組んでまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別紙様式１ 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２７ 県所管課 新幹線対策課、都市政策課 

提言事項 

第６ 九州新幹線等の整備促進に関する提言 

 １.九州新幹線西九州ルートの着実な整備について 

（１）国が開発を進めてきたフリーゲージトレインの導入が断念されたという事情 

を考慮して地方負担や並行在来線等、想定される課題の解決に向けた方策を示 

すこと。 

（２）新鳥栖～武雄温泉間が早期着工できるよう、関係者の理解を得て早急に環境影 

響評価に着手すること。 

（３）西九州新幹線（武雄温泉・長崎間）の開業を機に、沿線各市が取り組むまちづ 

くりに関する各種公共事業及び県全体へ新幹線開業効果を波及させるための官 

民が行う取組への支援拡充を行うこと。 

予 算 額 
(令和６年度) 

２，５５５，２４６千円 

(令和７年度) 

３，８３３，４８６千円 

（措置状況） 

新鳥栖～武雄温泉間の整備のあり方については、令和元年８月、与党ＰＴ九州新幹線（西九州ルート）

検討委員会から、「フル規格により整備することが適当である」との基本方針が示され、現在、国土交通

省と佐賀県の間での協議や与党での検討をはじめ、関係者間での議論が行われている。 

県としても、国土交通省と情報共有を図るとともに、地方負担や並行在来線等の課題解決を図るよう、

政府・与党やＪＲ九州に対して要請を行うなど、フル規格による整備の早期実現に向けて全力で取り組

んでいる。 

昨年５月には佐賀・長崎県知事、ＪＲ九州社長３者による意見交換を実施したが、地方負担などの課

題について３者だけでは解決が困難であったため、同年７月の与党ＰＴ西九州ルート検討委員会におい

ては、課題解決のための具体策の提示や、国を交えた関係者間での協議の実施など、議論の進展に向け

た具体的な対応を強く求めたところ。引き続き、佐賀県やＪＲ九州と意見交換を重ねるとともに、政府・

与党に対して、課題解決のための具体策の提示や、国を交えた関係者間での協議を働きかけたい。 

令和４年９月２３日に開業した西九州新幹線（武雄温泉～長崎）については、利用者数がこれまで５

００万人を超えるなど順調に推移するとともに、駅周辺ではホテルやマンション、商業施設の開発が進

展するなど着実に効果が表れている。 

県では、西九州新幹線を活用した旅行商品の造成支援や、こども向け乗車会の開催、県内小中学校の

修学旅行等における新幹線の利用促進に取り組み、新幹線効果の波及・拡大を図った。 

今後、この開業効果を持続させ、県内各地域に波及させていくために、引き続き、県民を対象とした

新幹線の利用の促進や、県外からの修学旅行の受入拡大など、新幹線効果を地域全体で共有できる取組

について、市町や関係事業者と連携を図りながら推進していきたい。 

 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２８ 県所管課 交通政策課、新幹線対策課 

提言事項 
第６ 九州新幹線等の整備促進に関する提言 

 ２. 県下幹線鉄道の整備改善について 

予 算 額 
(令和６年度) 

７，４３０千円 

(令和７年度) 

７，４３０千円 

（措置状況） 

 

（１）全線フル規格を要望するにあたっては、並行在来線として経営分離されることなく、ＪＲ九州に

よる経営を維持するよう、与党ＰＴ西九州ルート検討委員会でのヒアリングや政府施策要望等にお

いて重ねて要請するとともに、ＪＲ九州に対しても、機会を捉えて直接、本県の思いを伝えている

ところである。 

 

（２）「基本的考え方」の「将来、長崎市～福岡市間にフル規格の新幹線が運行されるようになった 

ときは、佐世保市にもフル規格新幹線鉄道網への直通運行が可能となるようその実現に努める」と  

の項目については、従前と変更ないことについて関係者間で確認している。県としては、将来を見

据え、西九州ルートの全線をフル規格で整備することが必要不可欠であると考え、現時点において

は、その実現に向けて全力で取り組むとともに、ＪＲ佐世保線の更なる利便性向上についても、引

き続き、関係者間で検討を重ねていく。 

 

（３）及び（４）佐世保線及び大村線に関しては、利用状況を鑑みた普通列車の輸送力確保、表定速度 

改善などの輸送力強化、IC カード導入等の利便性向上などについて、これまでもＪＲ九州に対して 

機会を捉えて要望を行ってきており、引き続き、県内在来線の利便性向上に向けて、関係者で検討 

を重ねていく。 

 

 

 

 

                               



別紙様式１ 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ２９ 県所管課 交通政策課 

提言事項 

第６ 九州新幹線等の整備促進に関する提言 

３ 地域鉄道に対する支援策の充実について 

（１）国の要綱に定める補助率上限での補助交付 

（２）地域鉄道支援に関する国庫補助事業の補助率嵩上げ 

（３）施設整備費用の地方負担に係る財源措置の拡充 

（４）鉄道運転士不足に対応した支援措置の創設 

予 算 額 

(令和６年度) 

松浦鉄道 １１４，３２９千円 

島原鉄道 １３４，８８５千円 

(令和７年度) 

松浦鉄道 １０６，９１０千円 

島原鉄道 １１６，２３７千円 

（措置状況） 

（１）～（３）について 

令和６年度の国庫補助の交付決定については、車両検査費用への補助は減額となったが、その他は満

額措置された。過去には車両検査費用以外についても上限の補助率で措置されなかった事例があること

から、県では、政府施策要望において、鉄道軌道安全輸送設備等整備事業等の施設整備補助に係る十分

な予算確保及び、施設整備や運営費を支援する地方自治体に対する交付税措置の拡充についての要望を

行っている。 

また、同様の要望内容について、第三セクター鉄道等道府県協議会を通じた国に対する要望を行うと

ともに、松浦鉄道については、沿線県及び市町で構成する松浦鉄道自治体連絡協議会として国に対する

要望を行った。今後も関係自治体と連携しながら国に要望してまいりたい。 

○令和６年度施設整備（レール更新・マクラギ更新・車両検査ほか）の状況 

【松浦鉄道】          （千円） 【島原鉄道】          （千円） 

総事業費 395,070   総事業費 404,654 

   国庫 115,923     国庫 127,801 

   自治体 279,143     自治体 269,770 

     長崎県 102,813       長崎県 134,885 

     県内沿線市 109,817       沿線市 134,885 

   その他自治体 66,513     事業者負担 7,083 

   事業者負担 4  （沿線市：島原市・諫早市・雲仙市） 

（県内沿線市：佐世保市・松浦市・平戸市） 

 

（４）について 

鉄道運転士の養成費用に対する支援措置の創設については、県内においても運転士不足による減便等

影響が出ていることから、政府施策要望において免許取得等に対する支援措置の充実について要望を行

っている。 

 



別 紙 

 長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３０ 県所管課 
地域づくり推進課、道路建設課、 

道路維持課、都市政策課 

提言事項 
第７ 高速道路網等の整備促進に関する提言 

１ 道路網の整備について 

予 算 額 
(令和６年度) 

 － 

(令和７年度) 

 － 

（措置状況） 

（１）高規格道路の整備について  

①西九州自動車道の整備促進 

ア 松浦佐々道路（松浦ＩＣから佐々ＩＣ）の早期供用開始に向けた事業促進 

・現在、国において、松浦ＩＣから平戸ＩＣについては令和７年度の供用に向けて舗装工事な

どが進められている。 

・また、平戸ＩＣから江迎鹿町ＩＣ間については、トンネル、橋梁工事などの整備が鋭意進め

られており、引き続き、予算確保に向けた要望活動を行う。 

イ 佐世保道路（佐々ＩＣから佐世保大塔ＩＣ）の４車線化の供用開始に向けた事業促進 

・佐々ＩＣ～佐世保大塔ＩＣ間の４車線化については、ネクスコ西日本において、令和９年度

の全線完成に向けて、鋭意工事が進められている。 

・このうち、佐々ＩＣから佐世保中央ＩＣ間については、令和６年度内に完成する見込みと公

表されたところであり、早期の全線完成に期待している。 

・引き続き、関係者間の調整などネクスコ西日本への支援を行っていく。 

ウ 武雄佐世保道路（佐世保大塔ＩＣから武雄南ＩＣ）の４車線化の早期事業化 

・武雄南ＩＣから波佐見有田ＩＣ間の４車線化については、令和６年度に事業着手されたとこ

ろ。 

・残る波佐見有田ＩＣから佐世保大塔ＩＣ間は、国の４車線化優先整備区間に選定されており、

西九州自動車道の高速定時性や安全性の確保の観点からも整備が必要であることから、早期の

事業化について国へ要望を行っている。 

②島原道路の早期整備 

ア 島原市出平町から有明町間の早期供用に向けた事業促進 

・出平有明バイパスについては、用地取得が完了し、橋梁、補強土等の工事を進めているとこ

ろである。引き続き、事業促進に努める。 

イ 島原市有明町から雲仙市瑞穂町間の早期供用に向けた事業促進 

・有明瑞穂バイパスについては、用地取得及び大三東ＩＣ付近の改良工事を進めているところ

である。引き続き、事業促進に努める。 

ウ 雲仙市瑞穂町から吾妻町の早期供用に向けた事業促進 

・瑞穂吾妻バイパスについては、用地取得及び山田原地区における函渠工事を進めているとこ

ろである。引き続き、事業促進に努める。 



エ 諫早市森山町から小野町間の早期供用に向けた事業促進 

  ・国において進められている森山拡幅については、令和５年１１月１２日に森山東ＩＣから  

森山西ＩＣ間の３．３キロメートルが部分供用したところであり、引き続き、残る区間の事

業促進を国に働きかけていく。 

オ 諫早市小野町から長野町の調査検討 

・計画の具体化に向けて、令和６年１２月に検討会を開催したところ。引き続き、島原道路沿

線の自治体からも意見を伺いながら、国と連携して検討を進めていく。 

③島原天草長島連絡道路（深江町～口ノ津港間）の早期事業化 

・県としては、島原天草長島連絡道路の実現に向けた調査・検討の再開を国へ要望している。 

・このうち、南島原市深江町から口ノ津港までの間については、令和５年１月から国及び地元関

係市と検討会を開催している。引き続き、整備の方向性について検討を進めていく。 

④西彼杵道路、長崎南北幹線道路の整備促進 

ア 西彼杵道路の整備促進 

（ア） 西海市西彼町平山郷から西海市西彼町白似田郷間の事業促進 

  ・大串白似田バイパスについては、令和４年度に事業に着手し、現在、測量や調査、設計を進

めているところである。引き続き、事業促進に努める。 

（イ）残る調査中区間の事業化 

・未着手区間のうち長崎市長浦町から日並間については、今後の事業化に向けて、令和６年２

月から環境影響評価の手続きに着手したところである。 

イ 長崎南北幹線道路の整備促進 

（ア）長崎市茂里町から長崎市滑石２丁目間の事業促進 

・茂里町から滑石２丁目間は、現在、測量や設計を進めており、引き続き、事業推進に努める。 

（イ）残る調査中区間の事業化 

・残る区間については、現在事業中箇所の進捗状況を見極めながら検討したい。 

ウ アクセス道路（主要地方道長崎畝刈線（長崎市滑石２丁目～時津町野田郷間））の事業促進 

  ・アクセス道路については、現在、測量、設計などを進めており、今年度、用地交渉へ着手す 

る予定。引き続き、事業推進に努める。 

 ⑤長崎南環状線（新戸町～江川町工区）の早期完成 

・長崎南環状線の新戸町ＩＣ～江川ＩＣ間については、トンネル工事へ着手しており、10 月末 

時点で約 600ｍを掘削したところ。引き続き、残る用地取得や工事を推進していく。 

⑥有明海沿岸道路（諫早市～鹿島市間）の調査検討 

・令和３年６月に策定した「長崎県新広域道路交通計画」において、有明海沿岸道路（鹿島諫早間）

を構想路線として位置付けたところであり、引き続き、整備の必要性や効果などについて、勉強

会の場で関係市町とともに検討を深めていく。 

⑦東彼杵道路（佐世保市～東彼杵町）の早期事業化（有料道路事業の活用を含めた整備手法の検討） 

・東彼杵道路については、現在、事業化に向けた環境影響評価の手続きを進めており、国において、

評価の項目や方法を記載した方法書に基づいた現地調査が実施されているところ。 

・動植物や生態系の状況などを一定の期間調査した後、工事による環境への影響を予測、評価し、

必要な環境保全対策をまとめた準備書が作成される予定である。 

・県としては、引き続き、国と連携しながら、環境影響評価の手続きを円滑に進め、東彼杵道路の



早期事業化に向けて、関係市町とも連携しながら、国へ働きかけていく。 

 ⑧島原半島西回り道路（雲仙市～南島原市）の調査検討 

・令和３年６月に策定した「長崎県新広域道路交通計画」において、島原半島西回り道路を構想路

線として位置付けたところである。 

・島原半島西回り道路を含む島原半島地域の幹線道路網については、令和５年１月から、国及び地

元関係市と検討会を開催しており、引き続き、整備の方向性について検討を進めていく。 

 

（２）幹線道路の整備について 

①一般国道２０５号の早期整備 

針尾バイパス４車線化（江上交差点からハウステンボス入口交差点）の整備促進 

・大塔から江上交差点間までの 3.7ｋｍは４車線で供用されており、江上交差点の立体化工事に

ついても令和２年３月に完成した。残る 2.2ｋｍ区間についても早期に完成するよう、引き続

き、国に対して要望活動を行っていく。 

②一般国道５７号の早期整備 

ア 一般国道５７号森山拡幅の雲仙市愛野町愛野大橋から尾崎交差点までの区間の早期整備 

・国において進められている森山拡幅については、令和５年１１月１２日に森山東ＩＣから  

森山西ＩＣ間の３．３キロメートルが供用したところであり、引き続き、残る区間の事業促進

を国に働きかけていく。 

イ 一般国道５７号愛野町から小浜町までの現道改良による機能強化及び富津防災事業の整備促進

並びに愛野・小浜バイパスの調査検討 

・国道５７号の愛野町から小浜町間のうち特に課題の大きい富津地区について、国において富

津防災として令和４年度からバイパス整備が進められている。 

・引き続き、富津防災の整備促進に向けて、雲仙市とともに国への協力を行っていく。 

・愛野町から小浜町間の区間全体についても、令和５年１月に国、県、関係市で設置した検討

会において、整備のあり方等の検討を進めていく。 

 ③一般国道３４号の早期整備 

ア 大村諫早拡幅の整備促進 

・国において平成 30 年度に事業に着手されており、現在、調査設計及び用地取得が進められて

いる。 

・引き続き、国に対して早期整備を要望していく。 

イ 大村拡幅の早期完成 

・国において整備が進められており、現在、工事区間が重複している電線共同溝事業が進めら

れており、引き続き、国に対して早期完成を要望していく。 

ウ 諫早北バイパスの４車線化の早期事業化 

・大村諫早拡幅など事業中区間の進捗状況や周辺の交通状況を注視しながら、地元諫早市の意

向を踏まえて、国との意見交換を行っていく。 

エ 新大工・馬町交差点改良事業の早期完成  

・新大工交差点については、電停のバリアフリー化が完了している。 

・馬町交差点の国道側については、馬町交差点の国道 34 号側については、国において、諏訪

神社電停のバリアフリー化を含めた交差点改良に着手しており、令和５年１２月に電停移設



が完了したところ。現在、左折専用レーン増設工事が進められている。 

・県道側については、今年度、用地を取得したところであり、引き続き、事業の推進に努める。 

④一般国道２０７号の早期整備 

ア 佐瀬拡幅の早期整備 

・「佐瀬拡幅２」として事業を行っており、昨年度までに用地取得が全て完了した。今年度は改

良工事に着手する予定である。引き続き、事業促進に努める。 

イ 佐瀬拡幅の延伸（多良見町佐瀬地区から長与町岡郷間） 

・長与町岡郷側では「堂崎拡幅」として事業を行っており、今年度は用地取得を進めるととも

に、一部区間の改良工事に着手したところである。残りの事業未着手区間については、事業中

箇所の進捗を見ながら検討を進めていく。 

ウ 東長田拡幅の早期整備  

・早期供用に向け、用地取得を及び工事を進めており、引き続き、事業促進に努める。 

⑥一般国道２０２号福田（仮称）バイパスの早期事業化 

・トンネル、橋梁等の大規模構造物が想定され多額の整備費用が必要であることから、事業化

は長期的課題と考えている。 

⑦一般国道４９９号（栄上工区）の早期完成 

・栄上工区については、用地取得を進めており、引き続き、事業進捗に努める。 

⑧一般国道３８２号の整備促進 

・「美止々～佐護バイパス」、「樫滝拡幅」、「畠ケ浦バイパス」は、用地取得及び工事を進めてい

る。引き続き、事業促進に努める。 

⑨一般国道３８４号の整備促進 

・「黒瀬拡幅」は、用地取得及び工事を進めており、引き続き、事業促進に努める。 

⑩一般国道３８９号（雲仙市多比良港～南島原市口ノ津港間）の整備促進 

・「多比良バイパス」は令和６年７月に全線完成したところである。「国見拡幅」は

用地取得及び工事を鋭意進めている。引き続き、事業促進に努める。 

「論所原拡幅」は令和５年度に事業に着手し、現在、改良工事を進めているところで

ある。引き続き、事業促進に努める。 

⑪主要地方道佐世保日野松浦線（［仮称］椋呂路トンネル）の早期事業化 

・（仮称）椋呂路峠トンネルの建設については、費用対効果の面に課題があるものと考えており、

板山トンネル開通後の状況を見ながら、関係市と共に道路のあり方について検討を行いたい。 

⑫主要地方道野母崎宿線の早期整備 

・主要地方道野母崎宿線は幅員狭小区間を優先して整備しており、引き続き、大崎工区や千々工

区など事業中箇所の事業進捗に努める。 

⑬主要地方道厳原・豆酘・美津島線及び上対馬豊玉線の整備促進 

・主要地方道厳原・豆酘・美津島線の「吹崎工区」は、トンネル工事を進めており今年 3月に貫

通したところ。「尾浦～安神工区」は、令和４年３月にトンネル区間を供用している。引き続

き、事業推進に努める。 

・上対馬豊玉線の未整備区間である曽～櫛間の位ノ端工区ついては、現道拡幅部分の工事に着手

しており、引き続き、事業進捗に努める。 

⑭主要地方道福江富江線の整備促進 

・主要地方道福江富江線においては、吉田工区、本山工区において整備を進めており、引き続き、



 

事業推進に努める。 

⑮主要地方道小浜北有馬線（大亀矢代工区）の早期整備 

・主要地方道小浜北有馬線の大亀矢代工区については、現在、トンネル及び橋梁上部工事を進

めており、引き続き、事業進捗に努める。 

 

（３）架橋の実現について 

②嫦娥三島大橋と原島大橋架橋の実現 

・事業規模が大きく事業費が多大であり、昨今の公共事業を取り巻く厳しい状況の中では、現時点

での実現は困難と考える。 

③松島架橋の早期実現 

・事業規模が大きく多額の費用が想定され、費用対効果の面で課題がある。松島火力発電所のGENESIS

松島計画も踏まえた地域づくりについて地元西海市の計画を聴いたうえで、架橋の可能性について

意見交換を行なっていきたい。 

④大村湾横断道路構想の推進 

・大村湾架橋は、多大な工事費とともに架橋区間の技術的な問題など多くの課題が想定されること

から、現時点での構想の実現は困難であると考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３０ 県所管課 都市政策課 

提言事項 

第７ 高速道路網等の整備促進に関する提言 

１ 道路網の整備について 

（２）幹線道路の整備について 

  ⑤一般県道諫早外環状線（都市計画道路破籠井鷲崎線）の早期事業化 

    ア 一般国道２０７号長田バイパス交差部から一般国道３４号 

予 算 額 
(令和６年度) 

１，０００（千円） 

(令和７年度) 

１７，４８８（千円） 

（措置状況） 

・地域の状況を踏まえ、この道路の役割や必要性について、地元や諫早市と意見交換を行いながら、

検討したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３０ 県所管課 地域づくり推進課 

提言事項 道路網の整備について 

予 算 額 
(令和６年度) 

 

(令和７年度) 

 

（措置状況） 

（３）架橋の実現について 

①九州西岸軸構想の中核となる島原・天草・長島架橋構想の推進  

三県架橋構想の実現に向けては、熊本県や鹿児島県、関係市町等とともに、国への要望活動や各種

の地域間交流による機運醸成に取り組んできている。こうした取組もあり、令和３年度に国が策定し

た「九州地方新広域道路交通計画」においては、島原天草長島連絡道路が構想路線の一つとして盛り

込まれたところである。 

今年度は、令和６年８、１０月に、三県合同で、国や関係国会議員の方々への要望を行うとともに、

令和７年１月には、構想推進地方大会が開催され、令和７年２月にはこの構想を未来へとつなげてい

くよう、関係地域の少年サッカー大会も実施する予定となっている。 

今後とも、構想の実現を目指して、熊本県や鹿児島県等とも連携を図りながら、機運の醸成を図る

とともに、国に対してしっかりと要望活動を展開していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

 

回答番号 ３１ 県所管課 道路維持課 

提言事項 
第７ 高速道路網等の整備促進に関する提言 

２ 地方における無電柱化事業の促進について 

予 算 額 

(令和６年度)        

【４月当初】      511,000 千円 

【１２月補正】      305,000 千円 

 

(令和７年度)       1,039,000 千円 

 

（措置状況） 

・国においては、令和２年度から、個別補助制度である「無電柱化推進計画事業補助制度」が創

設され、「無電柱化の推進に関する法律」に基づき策定された「無電柱化推進計画」に定めた目

標の確実な達成を図るため、同目標に係る地方公共団体による無電柱化の整備について、計画

的かつ重点的に支援することとなっている。 

・本県においても、当支援事業の対象要件となる「長崎県無電柱化推進計画」について、令和４

年度に改定し、計画に基づき電線管理者と十分連携を図りながら無電柱化を計画的に推進して

いくため、関係予算の確保等について、国へ働きかけていく。 

・地上機器の設置スペースなどの技術的な課題については、引き続き国の動向を注視するととも

に、電線管理者と共に柱状トランス方式など様々な手法の活用を検討しながら課題を解決して

いく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３２ 県所管課 港湾課 

提言事項 
第７ 高速道路網等の整備促進に関する提言 

３ 港湾の整備促進について 

予 算 額 

(令和６年度) 

【公共】9,142,270 千円 

（松が枝地区事業所移転補償費含む） 

【R6.9 補正対応】 1,033,200 千円 

【R6.11 補正対応】 351,750 千円  

(令和７年度) 

【公共】9,860,428 千円 

（松が枝地区事業所移転補償費含む） 

 

（措置状況） 

 

・港湾整備予算については、国へ積極的に要望を行うなど必要な予算の確保に努めている。 

 

・県管理港湾の主な整備状況は、以下のとおりである。 

【長崎港】 

クルーズ客船寄港の増加に対応するため、松が枝岸壁の 2バース化事業を行っており、今年度は、

造成予定地の事業所移転を進めている。 

【多比良港】 

港湾貨物を取り扱う工業関連の企業誘致を促進し、新たな雇用創出による地域活性化を図るため、  

貨物埠頭の再編事業を進めており、今年度は岸壁の整備を行った。 

【比田勝港】 

韓国人観光客の増加に伴い、船舶の増便に対応するための施設整備を進めており、今年度は浮桟

橋の整備を行った。 

【郷ノ浦港】 

高速船利用者の利便性向上のための施設整備を進めており、今年度は浮桟橋と連絡通路の整備を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３３（１） 県所管課 農産園芸課 

提言事項 

第８ 農林水産業の振興に関する提言 

  １ 農業の振興対策について 

   （１）経営所得安定対策について 

予 算 額 
(令和６年度) 

５，４９８億円（国） 

(令和７年度) 

５，４１１億円（国） 

（措置状況） 

水田活用の直接支払交付金のうち産地交付金は、地域の営農形態に合った交付対象作物が設定可能

であるため、助成単価の設定や具体的な活用方法など個別にご相談いただくようお願いする。 

県としては、地域振興作物の生産拡大や団地化等を積極的に推進するため、産地交付金を含む水田

活用の直接支払交付金等の安定的かつ十分な予算確保について政府施策要望を実施しているところで

あり、引き続き、国に対して必要な予算の確保を働きかけていく。 
 

また、市町の事務負担の軽減については、令和５年度から経営所得安定対策等交付金の申請手続き

を「農林水産省共通申請サービス(ｅＭＡＦＦ)」にて、農業者が直接、オンライン申請できる仕組み

が整備されており、本サービスの推進をお願いする。 

 

【令和７年度概算決定額】                     （ ）内はＲ６当初予算  

 ・水田活用の直接支払交付金            ２，８７０億円（３，０１５億円） 
 

・経営所得安定対策 

畑作物の直接支払交付金            ２，０２４億円（１，９９２億円） 

   米・畑作物の収入減少影響緩和対策         ４４６億円（  ４１９億円） 

   経営所得安定対策等推進事業等            ７１億円（   ７１億円） 
                                            

     合  計                 ５，４１１億円（５，４９８億円） 
 

 ※水田活用の直接支払交付金の減額は、畑地化促進事業の取組による交付対象水田減少のため 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３３（２） 県所管課 農村整備課 

提言事項 

第８ 農林水産業の振興に関する提言 

  １ 農業の振興対策について 

   （２）農業農村整備事業の安定的な予算の確保について 

予 算 額 

(令和６年度) 

【当初予算】 ６，４６３，０９１千円 

【１１月補正】４，９３３，８７０千円 

(令和７年度) 

６，６５４，４１１千円 

 

（措置状況） 

農地の基盤整備をはじめとする本県の農業農村整備事業を計画的に推進していくためには、当初予算で

の必要額の確保が大変重要であることから、県では、当初予算における農業農村整備事業関係予算の確

保・充実を重点項目に位置づけ、政府施策要望を実施している。 

 国の令和７年度当初予算は、前年度比１００％の４，４６４億円となっており、これに令和６年度補

正予算（防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策費及びＴＰＰ対策費、食料安全保障対策）

を加えた令和７年度の実質予算は、前年度比４.２％増の６，５００億円が確保されたが、当初予算のみ

では、予算が大幅に削減される前の平成２１年度当初予算に対し、依然として８割に満たない水準（ 

７７．３％）にとどまっている。 

 県としては、今後もあらゆる機会を捉えて、当初予算による必要額の確保と本県への重点配分を国に

対して強く働きかけていく。 

 

 

 ●下表の令和７年度当初県予算は「要望額」 

 

 

※丸めにより合計が一致しない場合があります 
 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３３（３） 県所管課 農山村振興課 

提言事項 

第８ 農林水産業の振興に関する提言 

１ 農業の振興対策について 

（３）有害鳥獣被害対策について 

予 算 額 

(令和６年度) 

９９億円（国） 

１，０６２，０４４千円（県） 

(令和７年度) 

９９億円（国） 

 ８９６，０９２千円（県） 

（措置状況） 

平成３１年度から、県単独の捕獲報奨金の見直しに伴う市町負担の軽減を図るため、県単独予算での

経過措置（情報活用促進事業）を実施していたが、並行して実証を行っていた捕獲情報アプリの活用に

より、捕獲実績の確認などの市町の事務負担の軽減が見込まれることから、情報活用促進事業による市

町への支援は令和７年度で終了し、今後は捕獲情報アプリの活用を推進していくこととしており、ご理

解いただきたい。なお、令和７年度は事業要件の対象を、「捕獲情報アプリを利用し、捕獲情報を収集す

る市町」とし、令和７年度当初予算（案）に必要な経費を計上している。（捕獲体制整備事業、被害防止

対策整備事業は従来通り。） 

 国の鳥獣被害防止総合対策交付金における、アナグマ、カラス等獣種の捕獲活動経費の上限単価見直

しについては、現地での必要経費との乖離が大きい場合、国に対し要望していくので、経費データなど、

根拠資料について提出願う。また、国の捕獲経費や処分経費等に対する支援について、県では、継続的

に事業を実施できるよう政府施策要望において必要な予算の確保を要望しており、今後も引き続き、国

に対して鳥獣被害防止総合対策交付金等の予算確保を働きかけていく。 

 なお、広域的かつ総合的な被害防止対策の充実強化については、まず県下７地域に設置されている広

域協議会において、捕獲したイノシシの処理や利活用方法などを含め具体的な検討を進めていただくよ

うお願いする。県としても、県境等、広域的な被害防止に関して必要な検討を行うとともに、ジビエの

振興などについても情報共有を図りながら、これらの取組を進めてまいりたい。 

 

○１頭（羽）あたりの上限単価（国庫） 

 ・イノシシ、シカなどの成獣        ７，０００円 

  （焼却処分等施設へ搬入確認した場合   ８，０００円） 

  （処理加工施設へ搬入確認した場合    ９，０００円） 

 ・その他獣類（イノシシ、シカの幼獣含む） １，０００円 

 ・鳥類                    ２００円 

○県下７地域の広域協議会 

 ・長崎・西彼地域有害鳥獣対策協議会（長崎市、西海市、長与町、時津町） 

 ・諫早大村地域鳥獣被害防止対策協議会（諫早市、大村市） 

 ・東彼杵地域有害鳥獣被害防止対策協議会（東彼杵町、川棚町、波佐見町） 

 ・島原半島地域野生鳥獣被害防止対策協議会（島原市、雲仙市、南島原市） 

 ・県北地域有害鳥獣被害防止対策協議会（佐世保市、平戸市、松浦市、佐々町、小値賀町） 

 ・壱岐・対馬有害鳥獣対策協議会（壱岐市、対馬市） 



 

 ・五島広域鳥獣被害防止対策協議会（五島市、新上五島町）                               



別紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３３（４） 県所管課 農政課、農産園芸課 

提言事項 

第８ 農林水産業の振興に関する提言 

  １ 農業の振興対策について 

   （４）農業用機械及び施設の更新や長寿命化に係る支援について 

予 算 額 

(令和６年度) 

産地生産基盤パワーアップ事業 

  Ｒ５補正  ３１０億円（国） 

 ながさき農林業・農山村構造改善 

 加速化事業（Ｒ３～） 

    １５０，１５７千円（県） 

 ながさき産地基盤整備・強靭化事業 

     ２３，９７１千円の内数（県） 

(令和７年度) 

産地生産基盤パワーアップ事業 

  Ｒ６補正  １１０億円（国） 

新基本計画実装・農業構造転換支援事業 

  Ｒ６補正  ４００億円（国） 

 ながさき農林業・農山村構造改善 

 加速化事業（Ｒ３～） 

    １４２，１６２千円（県） 

（措置状況） 

○農業機械の更新等について 

  国及び県の補助事業では、農業者の規模拡大や高付加価値化、機能向上等につながる取組を対象と

しており、補助事業により整備した農業機械の単純な更新（同種・同能力の機械・施設の導入）につ

いては新たな事業効果が発生しないことから、補助対象とすることは困難である。 

 

○施設の長寿命化等について 

  国の産地生産基盤パワーアップ事業の生産基盤強化対策において、新規就農者や担い手への継承に

必要な農業用ハウスの再整備・改修などが補助対象となっており、併せて、国の強い農業づくり総合

対策交付金において、老朽化した共同利用施設の再編集約や機能向上などの合理化の取組が対象とな

っているのでご活用いただきたい。 

  また、県では、今後の資材価格の推移や国の経済補正対策などを踏まえ、対応を検討する。 

 

＜ 参 考 ＞ 

 強い農業づくり総合支援交付金実施要綱 別記１ ⅡのⅡ－１ 

  第２の１ 事業の実施基準 

  （９）施設の整備に対する交付については、既存施設の代替として、同種・同能力のものを再度整

備すること（いわゆる更新）は、交付の対象外とするものとする。     

 

 

 

                           



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３３（５） 県所管課 農業イノベーション推進室 

提言事項 

第８ 農林水産業の振興に関する提言 

  １ 農業の振興対策について 

   （５）環境保全型農業直接支払交付金の予算の確保について 

予 算 額 

(令和６年度)２，６４１，０００千円（国） 

１０３，６２４千円（県） 

 

(令和７年度)２，８０４，０００千円（国） 

７０，６８１千円（県） 

 

（措置状況） 

環境保全型農業は、地球温暖化の防止や生物多様性の保全につながる重要な取組であるため、県では 

市町の推進事務費を含めた必要な予算の確保について政府施策要望を実施しており、今後も継続して国

に働きかけていくことから、各市町においても積極的に推進していただきたい。 

なお、全国の交付金要望額が国の予算額を超過した場合、過年度の各都道府県の実施状況（執行率や

不用額）を考慮したうえで都道府県に割当内示が行われるため、県としては執行状況を早期に把握し再

配分を行うなど、できる限り不用額が生じないよう取り組んでおり、市町においても、要望額の精査に

努めるとともに事業の進捗状況等に十分留意していただきたい。 

 

 

【令和６年度の長崎県における交付金要望額に対する充足率】 

・環境保全型農業直接支払交付金（国 1/2、県 1/4、市町 1/4） 

要望額：６４，５８４千円 交付決定額：６３，１４０千円 充足率： ９７．８％ 

・環境保全型農業直接支払推進交付金（全額国庫） 

要望額： ２，８１４千円 交付決定額： ２，３４１千円 充足率： ８３．２％ 

 

※県内２１市町のうち１６市町で実施（長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、平戸市、松浦市、対馬市、

壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町） 

 

【令和７年度概算決定額】※（ ）内はＲ６当初予算 

・環境保全型農業直接支払交付金  ２，６８６百万円（２，５５０百万円） 

・環境保全型農業直接支払推進交付金  １１８百万円（    ９１百万円） 

合 計 ２，８０４百万円（２，６４１百万円） 

 

 

 

 

 

                               



別紙様式１ 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３４ 県所管課 水産経営課 

提言事項 

第８ 農林水産業の振興に関する提言 

２ 水産業の振興対策について 

（１）養殖共済の充実・加入促進について 

予 算 額 
(令和６年度) 

 

(令和７年度) 

 

（措置状況） 

漁業共済制度への加入促進について 

・養殖経営の安定化を図るため、引き続き県漁業共済組合と連携し、災害や市場価格の下落に対応でき

る養殖共済及び積立ぷらすへの加入促進に向けて普及啓発に取り組んでいる。市におかれても、同様

の指導継続をお願いしたい。 

・また、養殖共済への加入促進及び掛金負担の軽減を図るために、共済単価の実態に即した見直し及び

掛金補助の補助限度率の引き上げについては、引き続き国に要望していく。                   



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３４ 県所管課 水産経営課 

提言事項 

第８ 農林水産業の進行に関する提言 

２．水産業の振興対策について 

（２）漁業就業者対策の充実について 

①新規漁業就業者の経営確立への支援制度創設に向けた国への働きかけ 

②県漁業就業実践研修の漁業継承コースにおける漁業所得制限（500 万円未満）

の廃止 

予 算 額 

(令和６年度) 

漁業と漁村を支える人づくり事業 

９０，２９４千円 

新規漁業就業者定着支援事業 

９，０８１千円 

(令和７年度) 

漁業と漁村を支える人づくり事業 

８９，０５６千円 

新規漁業就業者定着支援事業 

９，１５６千円 

（措置状況） 

① 新規漁業就業者の経営確立への支援制度創設に向けた国への働きかけ 

県では、これまでも国に対し、「独立して新規に漁業経営を開始する者に対する経営確立を支援

する資金の創設」や、「国の実践型研修制度について、県独自の研修制度からの移行利用を可能と

する弾力的な運用」を要望しているところ。 

 

② 県漁業就業実践研修の漁業継承コースにおける漁業所得制限（500 万円未満）の廃止 

漁業継承について、県では、国の類似事業において支援対象として認められていない「漁家子弟」

も支援対象としているところ。 

しかしながら、限られた予算を有効活用するため、特に支援が必要と考えられる「直近３カ年平

均の漁業所得が 500 万円未満の漁家」を対象としている。 

今後、県内の漁業所得の状況などを参考に漁業所得制限の見直しの可否を検討してまいりたい。 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３５ 県所管課 企業振興課 

提言事項 地域経済牽引事業への支援措置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 要望の趣旨については、経済産業省に伝え、次のとおり回答を得ている。 

① 地方税の減収補てん措置は、地方公共団体の共有財源である地方交付税を用いた例外的な財政

措置であり、措置の対象は必要最小限のものとすべきであるとされている。 

    ［∵地方分権推進計画（平成１０年５月２９日閣議決定）］ 

 

② 機械装置等の償却資産については、原則として過疎法、離島振興法など条件不利地域を対象と

して減収補てんの対象としており、条件不利地域に限らない地域未来投資促進法において、機

械装置を減収補てんの対象とすることについては慎重な議論が必要とされている。 

 

③ 地域未来投資促進法の策定時や長崎県地域未来投資促進基本計画の策定時においても、総務省

に対して機械・装置の追加を要望したが、上記の観点から適用不可とされた経緯がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３６ 県所管課 企業振興課 

提言事項 工業団地の整備について 

予 算 額 
（令和６年度） 

２２９，３４８千円 

（令和７年度） 

２１９，１２０千円 

（措置状況） 

 

 工業団地の整備については、企業の立地により雇用や税収の面で最も大きな受益がある地元市町が

主体となって整備することとしており、全体事業費に対して分譲収入で賄うことができない部分に

ついて、市町営工業団地支援制度により支援している。今後も当該制度を継続していきたい。 

 

 また、補助条件の緩和及び補助率、補助対象の拡充については、誘致企業の立地後の成長性を考え、

一定規模以上での立地が可能な企業をターゲットとして誘致活動を実施しており、それに対応可能

な一定規模の工業団地整備について支援している。限られた財源の中、各市町と連携を図りながら、

地域への波及効果が期待できる企業誘致に努めていくため、現時点では要件の緩和や拡充は考えて

いない。 

   

 一方、交通アクセスに優れ、一定規模の広さと十分な量の工業用水を備えているなど、県内への大

きな波及効果が期待できるアンカー企業の誘致に適した工業団地で、地元市町において各種調整が

なされている計画については、市町営工業団地支援制度によらず、地元市町と連携し、整備に向け

て取り組んでいるところである。 

 

 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 37 県所管課 スポーツ振興課 

提言事項 
第９ 地域経済の活性化に関する提言 

３ Ｖ・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカへの支援について 

予 算 額 (令和６年度)24,562 千円 (令和７年度) 26,921 千円 

 

 【提案・要望】 

（１）長崎県及び県内全市町で構成する「プロスポーツクラブ長崎自治体連携会議」にて、長崎県が中

心的な役割を担い、県内各自治体の連携を推進し、両クラブを県内自治体全体で応援する取り組み

を図ること。 

（２）両クラブと自治体が連携し、両クラブの地域貢献活動等を広く県内に展開するため、長崎県が県

内自治体の窓口として両クラブとの連携を図ること。 

（措置状況） 

Ｖ・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカへの支援については、県が事務局を担い県内全自治体で構成

する「プロスポーツクラブ長崎自治体連携会議」において、集客支援や県・各市町とクラブの連携に

ついて協議を行っているところである。  

Ｖ・ファーレン長崎については、各市町において「サンクスマッチ」という名称で、各市町を冠に

掲げた試合を開催し、特産物を販売するブースを設置するなど、クラブと各市町が連携して、県民皆

で応援する機運醸成を図っており、2025 シーズンについては実施内容の見直しを図りながら引き続き

実施される予定である。 

また、両クラブの地域貢献活動に関しては、県として支援を行っていくとともに、自治体連携会議

を活用し、クラブと市町における積極的な連携による取組を引き続き働きかけていく。 

 【提案・要望】 

（３）県民応援ＤＡＹを県内自治体の観光・物産のＰＲの機会として引き続き実施するとともに、ホー

ムゲームを県内自治体の観光・物産のＰＲの機会ととらえ、アウェイサポーター及びアウェイブー

スターを観光客として呼び込むため、長崎空港内のブースや主要駅前で県内自治体の観光・物産の

ＰＲを行うなどの新たな取組みを図ること。 

（措置状況） 

新シーズン開幕後に「県民応援＆県産品愛用フェア」としてホームタウンである 21市町の特産品を

プレゼントする抽選会や県民招待事業を実施しており、今後も実施する予定である。 

  アウェイサポーター・ブースターの観光客としての呼び込みについては、クラブ SNS を活用したア

ウェイサポーターへの情報発信などを実施しており、今後も効果的な事業の実施を図る。 

  空港や主要駅前での観光・物産のＰＲについては、各自治体等においてパンフレットを設置するな

どの対応が取られており、県においてはホームゲームに合わせた独自の取組などは予定していない。 

 

 



 

 【提案・要望】 

（４）ホームゲームの応援に行きやすくなるよう、離島など交通費及び宿泊費等の負担が大きい地域へ

の支援を行うこと。 

（措置状況） 

これまで各市町やＶ・ファーレン長崎後援会と連携して実施していた、離島の子どもたちをＶ・フ

ァーレン長崎のホームゲームに招待する事業について、令和 6 年度からは、対象地域を本土内遠隔地

に広げるとともに、長崎ヴェルカも対象とするなど拡充を図っている。 

  令和 7 年度も引き続き、スタジアム・アリーナから遠い離島などの地域を対象に、試合観戦と施設

内見学などをあわせた体験ツアーを実施し、より多くの子どもたちが両クラブを応援する機会の創出

を図っていく。 

  ホームゲーム観戦のための交通費支援については、ホームタウンである各市町において、招待事業

等での対応について検討をお願いしたい。 

 

 

●プロスポーツクラブ長崎自治体連携会議 

 令和 6年度 

 【第 1回】１  日時・場所：令和 6年 5月 20 日（月）14:00～16:00 県庁 307 会議室 

      ２  内容：(1) 長崎スタジアムシティプロジェクトの進捗状況等について 

(2) V・ファーレン長崎の自治体連携事業等について 

(3) 長崎ヴェルカの自治体連携事業等について 

(4) 長崎県による本年度事業の実施内容について 

(5) 各市町による本年度事業の実施内容について 等 

 

【第 2回】１  日時・場所：令和 6年 11 月 20 日（水）10:00～12:00 県庁大会議室 A 

      ２  内容：(1) 長崎スタジアムシティ開業後の運営状況等について 

(2) V・ファーレン長崎の自治体連携事業等について 

(3) 長崎ヴェルカの自治体連携事業等について 

(4) 長崎県による令和７年度予定の事業について 等 

 

 

●Ｖ・ファーレン長崎県民応援＆県産品愛用フェア 

 １  日時：令和 7年 3月 15 日(土)実施予定 

 ２  対戦相手：徳島ヴォルティス 

 ３  実施内容（予定）：県民招待、21市町特産品抽選会、県産品が当たるクイズラリーなど 

 

●長崎ヴェルカ県民応援フェア 

  １  日時：令和 7年 3月 1日(土)～2日(日)実施予定 

２  対戦相手：琉球ゴールデンキングス 

３  実施内容（予定）：県民招待、県産品が当たるクイズラリーなど 



 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 38 県所管課 
観光振興課、国際観光振興室 

物産ブランド推進課 

提言事項 
第９ 地域経済の活性化に関する提言 

４ 県と市町の連携による広域観光の活性化について 

予 算 額 

(令和６年度) 

（１）～（３） 

 － 

（４） 

140,429 千円の内数 

(令和７年度) 

（１）～（３） 

 － 

（４） 

１５６，３１９千円の内数 

 

（措置状況）【観光振興課、国際観光振興室】 

〇 広域観光の取組については、これまでも、ＳＮＳ等を活用した情報発信や旅行会社への

セールスのほか、旅行博の出展など、九州各県や関係市町・観光関係事業者と連携しなが

ら取り組んできたところである。 

  また、広域観光の取組の一例として、大村湾では民間事業者が主体となり、大村湾周辺

道路での「サイクリング」と湾内での「クルージング」を組み合わせた「大村湾サイクル

ージング事業」に取り組んでおり、このサイクルージングを本県の新たなコンテンツの一

つに成長させていくため、関係市町とも連携し、企画段階から意見交換等を重ねるなど、

その取組を支援しているところ。 

〇 国内客の誘客については、市町等が行う観光まちづくりの取組支援による県内周遊促進

や、佐賀県や、熊本・大分県と連携した地域の魅力発信等のほか、九州観光機構や九州各

県と連携した旅行会社セールスやツーリズムＥＸＰＯ出展など九州圏への誘客に取り組

んでいる。 

【提案・要望】 

● 国内観光については国や各自治体の旅行支援の効果もあり、各地の観光需要はコロナ禍前の状

況に回復しつつある。 

● また、入国規制緩和や客船の受け入れ再開等に伴い訪日外国人数も堅調な回復が見られている。 

● この機を逸することなく、長崎県内への誘客や消費拡大をさらに促すために、長崎県を中心と

したこれまで以上の広域観光の活性化に向けた取組みについて、次のとおり要請する。 

（１）広域観光の取組みについて、企画段階からの意見交換や方向性の確認など、これまで以上に

県と市町の連携強化を図ること。 

（２）国内観光において、長崎県内のみならず九州各県との連携した相互送客や広域周遊観光の促

進に取り組むこと。 

（３）国内で開催される大規模イベント等を契機とした訪日外国人観光客の長崎県内への誘致促進

に取り組むこと。 



 

また、宿泊動向等のデータを活用した分析を強化し、市町とも相互の情報共有を図るこ

とで、効果的な誘客・プロモーションにつなげていくこととしている。 

 

〇 訪日外国人観光客については、複数の県に訪れる観光が一般的であることから、各県の

持つ魅力を効果的に組み合わせ、県境を越えた九州ならではの広域観光ルートの提案や各

市場の特性に応じた訴求力のある観光コンテンツについて、国際旅行博や観光説明会等を

活用しながら、発信を強化している。 

 

○ 令和７年度は、大阪・関西万博において、九州７県による合同催事を開催するなど、本

県の魅力を広く発信することとしており、引き続き、国内外からの誘客促進に取り組んで

まいりたい。 

 

（措置状況）【物産ブランド推進課、観光振興課】 

〇 県産品のブランド化を図るため、県においては、首都圏・関西圏の百貨店・高級スーパーやホテ

ル・料飲店における長崎フェアの開催、県が運営する食のポータルサイト及びＳＮＳを活用した本

県の食の魅力発信、アンテナショップ「日本橋長崎館」における物産・観光に係る情報発信等に取り

組んでいる。  

 

〇 引き続き、離島・半島地域を始めとした県産品のブランド化及び食の魅力発信に取り組んでまい

りたい。 

  

〇 また、国境離島地域においては、引き続き関係市町と連携しながら、宿と交通、体験プランがセッ

トになった「しま旅旅行商品」の造成支援や、離島でもう１泊してもらうための仕掛けづくりなど各

地域の受入体制構築への支援に取り組んでまいりたい。 

    

 

                               

【提案・要望】 

（４）離島・半島地域に対する食のブランド化の推進や旅行支援の造成など、地域の魅力の掘り起

こしや来訪を促す施策の拡充を図ること。 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ３９ 県所管課 義務教育課 

提言事項 

第１０ 学校教育の充実に関する提言 

１ 全学年少人数学級編制と少人数指導のための教職員の加配措置の拡大 

について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

（１）（２） 

○ 少人数学級編制と少人数指導のための教員配置については県単独では難しいため、 国からの基礎定

数と加配定数を活用して実施している。  

引き続き、加配定数の確保等、必要な措置に努めていきたい。 

 

（３） 

○ 本県は義務標準法に則って複式学級の学級編制基準を定めており、その引き下げは難しい。  

  なお、複式学級を有する学校に対しては、複式学級の状況等に配慮しながら、複式学級支援のため

の非常勤講師を配置しており、引き続き学校の実情を考慮しながら非常勤講師の配置をしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４０ 県所管課 教育環境整備課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

２ 少人数学級編制に伴う財政支援措置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

○ 公立学校の施設等の整備に伴う費用については設置者が負担することになっており、県が市町に対

して補助を行うことは難しい。 

○ なお、少人数学級編制の実施にあたり、校舎の内部改造や整備資格面積の範囲内での増築など、  

工事を行う場合の国庫補助申請に係る相談や事業採択に向けた国との協議、国の予算等に関する情報

提供等について、今後とも県としてできる限りの支援を行うとともに、国に対する要望等も行ってま

いりたい。 

 

【国への主な要望等】 

  安全・安心で豊かな教育環境の整備が保障され、各地方公共団体の計画する事業が円滑に実施でき 

るよう、公立学校施設の整備に係る財源の確保と実情に即した単価の引き上げ等について、今年度実 

施した主な要望活動は次のとおり。 

 ○政府施策要望(令和 6年 6月) 

○全国施設主管課長協議会要望(令和 6年 7月) 

○全国都道府県教育長協議会、全国都道府県教育委員協議会要望 (令和 6年 7月) 

○全国知事会要望（令和 6年 8月） 

○全国公立学校施設整備期成会要望（令和 6年 11 月） 

【令和７年度文部科学省予算(案)】 

 ○公立学校施設整備費予算 

  ・２，７５７億円  （前年度２，２４１億円） 

（R6 補正 2,076 億円、 R7 当初 681 億円）  

 ○国の補助事業 

  学校施設環境改善交付金 

・耐震化事業（不適格改築、補強、防災機能強化等） 

   ・大規模改造事業（少人数指導などの教育内容、トイレ改修、空調設置、余裕教室等） 

   ・障害児等のために実施する大規模改造（障害）事業 

   ・小中学校の学校統合  

  ・長寿命化改良事業(老朽施設の長寿命化) 

・屋外教育環境施設 等 

  空調設備整備臨時特例交付金 

   ・避難所に指定された学校体育館等への空調設置事業 



回答番号 ４１ 県所管課 教育政策課、義務教育課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

３ 派遣指導主事の配置に伴う財政支援措置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

        －               

(令和７年度) 

         －                  

（措置状況） 

 

○ 指導主事の配置については、主体的に市町独自の教育活動を行うために、学校設置者の責務として、 

市町予算での配置を行っていただきたいと考えている。 

 

○ なお、平成２５年度から、県教育委員会と市町教育委員会の相互の人事交流制度を導入しているの 

で、本制度を有効に活用していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４２ 県所管課 義務教育課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

４ 養護教諭の配置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

○ 養護教諭の配置については、義務標準法に基づき配置をしており、県単独予算での配置は難しい。 

 

○ 平成２４年度から、医師が常駐しない「しま部」の学校（令和６年度は３校）へ養護教諭を配置す

るとともに、平成２６年度からは、学校の実態を総合的に判断し養護教諭を配置（令和６年度は４校）

しているところである。 

 

〇 養護教諭の定数改善等については、全国都道府県教育長協議会等を通じて要望を行っているところ

であり、今後も引き続きあらゆる機会を活用しながら、国に働きかけてまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４３ 県所管課 教育政策課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

５ 学校事務職員の配置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

○ 事務職員については、義務標準法に基づいて配置を行っており、義務標準法を上回る事務職員の配 

置は困難である。 

 

○ 教職員の配置に要する経費は、全国の教育水準の維持向上のために、国が負担すべきであると認識 

している。このため、国に対し、個別の教育課題に対応するために、各種加配の充実について、要望 

を行っているところである。今後も引き続き、あらゆる機会を活用しながら、国に働きかけてまいり 

たい。 

 

○ なお、事務職員未配置校への対応として、事務の共同実施を活用した支援を措置してまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４４ 県所管課 児童生徒支援課 

提言事項 

第１０ 学校教育の充実に関する提言 

６ 小中学校における「教育相談員、スクールカウンセラー（ＳＣ）、 

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）」等配置に係る財政支援措置 

について 

予 算 額 
(令和６年度) 

【当初予算】２７４，５９５千円 

(令和７年度) 

          ３１３，３７４千円 

（措置状況） 

 

○ スクールカウンセラーについては、限られた財源の中、工夫を重ねながら配置拡充に努めており、

令和５年度からは中学校区を一つのグループとし、グループ単位で配置することで、ほぼ全ての小中

学校で相談を受ける体制を整えたところである。 

加えて、緊急に対応が必要なケースが生じた場合、市町からの要請に基づき、適宜派遣を行うなど、

きめ細かな相談体制の構築に努めている。 

 

○ スクールソーシャルワーカーについては、国の補助事業の実施主体となる中核市を除く１９市町全て 

に配置している。 

 

○ 県の厳しい財政状況等から大幅な配置拡充は難しい状況が続いているが、引き続き、政府施策要望 

等において財政支援の拡充を国に対し強く求めていく。 

 

○今後も引き続き、より効果的な配置ができるよう、取り組んでまいりたい。 

 

【令和６年度】 

・スクールカウンセラー配置    小中学校配置校数 ４６５校（小：３０２校、中：１６３校） 

                 ※参考：令和４年度 ２９０校（小：１４８校、中：１４２校） 

・スクールソーシャルワーカー配置 １９市町（中核市は独自に配置） 

 

 

 

 

 

 

                           



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４５ 県所管課 義務教育課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

７ 学校栄養職員・栄養教諭の配置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

○ アレルギー対策を含めた学校給食管理や食に関する指導の充実を図るため、栄養教諭及び学校栄養

職員の配置の重要性は認識しているが、栄養教諭･学校栄養職員は、義務標準法に基づいた配置をして

おり、県単独予算での配置は難しい状況にある。 

 

〇 栄養教諭等の定数改善等については、政府施策要望や全国都道府県教育長協議会等を通じて要望を

行っているところであり、加配定数の確保も含めて、今後も引き続きあらゆる機会を活用しながら、

国に働きかけていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４６ 県所管課 義務教育課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

８ 学校図書館充実のための司書教諭の配置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

○ 学校図書館法に基づき、平成１５年度から１２学級以上のすべての学校に司書教諭の資格をもつ教

諭を配置しているところである。 

 

○ １２学級未満のすべての小中学校に司書教諭を配置することは、有資格者の人事異動等の理由から

難しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４７ 県所管課 義務教育課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

９ ＩＣＴ支援員配置のための支援について 

予 算 額 
(令和６年度) 

－ 

(令和７年度) 

         － 

（措置状況） 

 

○ 県では、教職員のＩＣＴ活用指導力の向上を目的としてＧＩＧＡスクール推進サイト（ながさき  

ＧＩＧＡちゃん）を運用した。また、教職員がいつでも学ぶことができるよう各学校の実践事例や校

内研修資料を共有した。併せて、「教育の情報化推進協議会」を開催し、全市町教育委員会のＩＣＴ教

育担当者や希望する学校長等を対象として、ＩＣＴ教育の充実を図るための情報交換や全国の有識者

による先進事例等の提供を行った。 

 

○ ＩＣＴ支援員配置のための財政支援については、政府施策要望や全国都道府県教育長協議会等を通

じて国への要望を行っているところであり、今後も引き続きあらゆる機会を活用しながら、国に働き

かけてまいりたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４８ 県所管課 体育保健課・学芸文化課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

 １０ 長崎県中学校体育連盟及び長崎県中学校文化連盟への財政支援について 

予 算 額 

(令和６年度) 

体育保健課 ９，０６６千円 

学芸文化課 ３，９５５千円 

(令和７年度) 

体育保健課 ９，２０６千円 

学芸文化課 ３，８５５千円 

（措置状況） 

 

【長崎県中学校体育連盟】 

○運動部活動が教育活動にもたらす意義は、県としても十分認識しており、中学生の健全育成と競技力

の向上を図るとともに、保護者の負担軽減を図るため、中学校体育連盟主催大会の開催と参加を促進す

るための支援を行っている。 

 

○大変厳しい財政状況ではあるが、生徒数の推移及び部活動の地域移行の状況も踏まえながら、今後と

も支援に努めていく。 

 

○令和６年度の県中学校体育連盟に対する補助    

 ①県中総体開催費補助             （  ９９０千円） 

 ②県中総体離島地区選手派遣費補助       （５，９４４千円） 

 ③全国・九州大会派遣費補助          （１，８５２千円） 

 ④九州大会開催費補助＜本県開催競技＞     （  ２８０千円） 

 

 

【長崎県中学校文化連盟】 

○ 文化部活動が教育活動にもたらす意義は、県としても十分認識しており、県内中学校の文化部活動

の活性化のために必要な支援を行っている。 

 

○ 大変厳しい財政状況ではあるが、今後とも予算の確保に努めていく。 

 

○ 令和６年度の県中学校文化連盟に対する補助 

① 県中学校総合文化祭開催費補助       （１，１００千円） 

② 県中学校総合文化祭離島地区中学校参加費補助（  ５４０千円） 

③ 全国中学校総合文化祭派遣費補助      （  ９００千円） 

④ 文化活動推進校指定事業費補助       （１，４１５千円） 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ４９ 県所管課 義務教育課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

１１ 特別支援学級編制基準の弾力化について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

○ 本県は義務標準法に則って特別支援学級の編制基準を定めており、県単独予算での基準の引き下げ

は難しい。 

 

○ 国に対しては、政府施策要望や全国都道府県教育長協議会等を通じて要望を行っているところであ

り、今後も引き続きあらゆる機会を活用しながら、働きかけていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ５０ 県所管課 義務教育課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

１２ 統合型校務支援システムの導入について 

予 算 額 
(令和６年度) 

       ― 

(令和７年度) 

      ― 

（措置状況） 

 

○ 県では、各市町のＩＣＴ担当者が集まる教育の情報化推進協議会を開催し、先行導入している市町

の運用における事例の共有や運用にかかる協議等を行った。国は、次世代の校務デジタル化を推進し

ており、令和６年度補正予算においても、自治体の次世代校務 DX環境整備に係る初期費用支援を決定

したことを踏まえ、県は運営事業者と調整した。次世代校務 DX 環境においても共同利用の促進が図ら

れるようにしているところである。 

 

○ 今後の導入や運用に係る経費の財政支援措置については、全国都道府県教育長協議会を通じて国へ

の要望を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ５１ 県所管課 義務教育課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

１３ 中学校教頭の教科別現員数の定数外としての配置について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

 

〇 本県においても、教頭の業務改善は喫緊の課題であり、教頭が教科指導を担当していることが超過

勤務の要因のひとつとなっていることも認識している。特に中学校教頭の配置については、義務標準

法の教科定数から外した配置ができないか検討しているところであり、教科担当教員の兼務や免外解

消非常勤講師等の加配措置を行うこと、副校長や主幹教諭の配置により学校の管理業務を重層的、効

果的に行うことなど、教頭の業務改善につながる体制づくりに努めていきたい。また、学校の施錠・

解錠等これまで当たり前のように務めていた教頭の役割・業務の見直し、学校運営を支援する人員の

配置など、教頭が本来の業務である「校長を補佐し校務を整理する」ことに注力できるよう「教頭の

働きがい改革」について様々な会議の場で協議を重ねているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ５２ 県所管課 教育環境整備課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

１４ 公立小中学校施設整備等の財政支援拡充について 

予 算 額 
(令和６年度) 

― 

(令和７年度) 

― 

（措置状況） 

《全般的事項》 

〇 県では、設置者である市町が小中学校における施設整備を計画どおりに進めることができるよう、

政府施策要望を行うほか、関係団体とも連携し要望を行っているところである。 

 

○ 県としては、引き続き、公立学校施設整備のために必要な財源確保や補助単価の引き上げ、補助要

件の緩和について、国に対し強く要望してまいりたい。 

 

《個別の要望事項》 

○（１）の屋上防水改修については、長寿命化改良事業（予防改修）において対象とされていることか 

ら、まずは当該制度での実施をご検討いただきたい。 

 また、学校施設の維持補修については、普通交付税により一定措置がなされていることについても勘

案いただきたい。なお、防災機能強化事業において補助対象とならない屋上防水改修や法面整備等に

ついては、補助対象となるよう国に対し引き続き要望してまいりたい。 

○（２）の学校施設環境改善交付金の採択については、今後も引き続き、各学校設置者が整備計画どお

りに事業を推進できるよう、国に対し必要な財源の確保及び補助単価の引き上げを要望してまいりた

い。 

○（３）のやむをえない事情により緊急に施設整備が必要となった場合の事務手続きについては、文部 

科学省へ個別に相談すべき案件になると考えられるため、そのような事例が判明した場合、速やかに 

連絡いただきたい。また、エレベーター設置に係る補助単価の引き上げについても引き続き要望して

まいりたい。 

○（４）の屋内運動場への空調設備の整備に係る補助単価の嵩上げについては、今年度創設された空調 

設備整備臨時特例交付金において大幅に引き上げられている。また、補助上限額は各年度 7,000 万円 

であるが、断熱性確保工事と空調設置工事を異なる年度に実施することが可能となったため、複数年 

度にわたり事業を計画するなど柔軟な対応をお願いしたい。 

 

 

 

 

 



 

 

【国への主な要望等】 

  安全・安心で豊かな教育環境の整備が保障され、各地方公共団体の計画する事業が円滑に実施でき 

るよう、公立学校施設の整備に係る財源の確保と実情に即した単価の引き上げ等について、今年度実 

施した主な要望活動は次のとおり。 

 ○政府施策要望(令和 6年 6月) 

○全国施設主管課長協議会要望(令和 6年 7月) 

○全国都道府県教育長協議会、全国都道府県教育委員協議会要望 (令和 6年 7月) 

○全国知事会要望（令和 6年 8月） 

○全国公立学校施設整備期成会要望（令和 6年 11 月） 

 

 

【令和７年度文部科学省予算(案)】 

 ○公立学校施設整備費予算 

  ・２，７５７億円  （前年度２，２４２億円） 

（R6 補正 2,076 億円、 R7 当初 681 億円）  

 

 ○国の補助事業 

  学校施設環境改善交付金 

・耐震化事業（不適格改築、補強、防災機能強化等） 

   ・大規模改造事業（少人数指導などの教育内容、トイレ改修、空調設置、余裕教室等） 

   ・障害児等のために実施する大規模改造（障害）事業 

   ・小中学校の学校統合  

  ・長寿命化改良事業(老朽施設の長寿命化) 

・屋外教育環境施設 等 

 空調設備整備臨時特例交付金 

   ・避難所に指定された学校体育館等への空調設置事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



別 紙 

長崎県市長会提言事項の措置状況回答書 

回答番号 ５３ 県所管課 教育庁体育保健課 

提言事項 
第１０ 学校教育の充実に関する提言 

   １５ 学校給食費の無償化について 

予 算 額 
(令和６年度) 

－ 

(令和７年度) 

－ 

（措置状況） 

 

○学校給食費の無償化については、居住する自治体によって保護者の負担に格差を生じさせるべきでは

なく、全国どこでも同じ条件でサービスが受けられることが望ましいと考えている。 

 

○そのため、令和７年度政府施策に関する提案・要望をはじめ、知事会等あらゆる機会を通じて、財源

を含め、国の責任において、全国一律のユニバーサルサービスとして実施するよう、要望したところ

である。 

 

○また、その要望が実現するまでの間、県内においても同じ条件でサービスが受けられるよう格差是正

を図るという視点も理解できる。 

 

○しかしながら、公立小中学校における学校給食費を無償化することとした場合には、約４９億円の財

政負担が必要となることから、本県の厳しい財政状況を踏まえると、困難であると考えている。 

 

○なお、国においては、学校給食費の無償化の実現に向けて、全国ベースでの実態調査が行われ、その

結果をもとに、具体的方策を検討することとされている。 

 

○引き続き、国の動向を注視するとともに、市町とも連携しながら、国に対して強く要望してまいりた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               


